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「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」の策定にあたって 
 
 
近年、「高病原性鳥インフルエンザ」の世界的な流行、散発的なヒトへの感染

発生の継続が国内外において、大きな脅威となっています。このような中で、

現在、新型インフルエンザの出現が世界的に最も危惧されています。新型イン

フルエンザが出現した場合、世界中で大流行が避けられず、大きな健康被害や

社会的・経済的な影響が想定され、豊島区でもその影響が心配されているとこ

ろです。 
区は、平成１８年３月に策定した「豊島区基本計画」及び平成１９年３月の

「未来戦略推進プラン２００７」において、「文化」「健康」「都市再生」「環境」

を重点政策として位置づけ、１０年後のビジョンと４年間の重点プロジェクト

の展開を示しました。あわせて、区民生活を支える「福祉」「子育て」「教育」「安

全・安心」を区政にとって最も基本的な仕事として、サービスの質的向上に努

めていくことを掲げました。本行動計画は、重点政策の「健康」と基本政策の

「安心・安全」を確保していくために、早急に取り組まなければならない課題

として、国及び東京都の行動計画等に基づき、新型インフルエンザ対策におけ

る区の基本方針を示すことを目的として策定しました。 
しかし、新型インフルエンザ対策は、区のみの取り組みだけでは十分ではあ

りません。関係機関はもとより、区民、地域団体、ボランティア、ＮＰＯ、事

業者等との協力や連携が図られることによって、はじめて有効な対策となりま

す。まさに、地域の健康危機を、地域で乗り越えていくことに他なりません。 
「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」と同時に「豊島区新型インフル

エンザマニュアル」を策定しました。今後、本行動計画等に基づき、新型イン

フルエンザ対策の更なる充実を図り、健康被害とともに社会的・経済的な被害

を最小限にとどめ、新型インフルエンザの脅威から区民の健康と生活を守り、

健康危機管理の観点からも安心・安全を確保してまいります。 
 
 
平成１９年５月 

           豊 島 区 長  高 野 之 夫 
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Ⅰ 行動計画の基本方針 
 
 
１ 新型インフルエンザ対策行動計画策定の趣旨（＊については、Ⅲ用語解説参照） 
 
  現在、新型インフルエンザ*出現の可能性について、世界保健機構（ＷＨＯ）
は、かつてないほど高まっていると警告している。新型インフルエンザウイ

ルスは、毎年流行を繰り返して人々の間で、ある程度の抵抗力ができている

インフルエンザウイルス*とは表面抗原が全く異なっており、ほとんどの人が
ウイルスに対する免疫を持っていない。このため、世界的な大流行（パンデ

ミック）となり、大きな健康被害とこれに伴なう社会的・経済的影響をもた

らすことが想定されており、豊島区でもその影響が危惧されている。 
  新型インフルエンザが発生・流行した際に想定される状況を念頭に置き、

ＷＨＯの定めるインフルエンザパンデミックフェーズ*毎にとるべき対応に
ついて、平成１７年１１月に厚生労働省が、同年１２月に東京都が行動計画

を策定した。その後、体制を整備しながら、国は「インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）に関するガイドライン－フェーズ３－」に引き続き、平成１９年３月に

「新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ４以降）」、同じく東京都

が「新型インフルエンザ対応マニュアル」を作成した。 
豊島区は、東京の中でも人口密度が高く、池袋を中心にして多くの鉄道路

線が走っており、多数の商業施設や業務ビルが集積しているという副都心の

特性を有している。また、東南アジア地域などを中心として外国人登録者数

も多く、自国との行き来や海外から多数の観光客も訪れ、ホテル・旅館・飲

食店及び観光関係の商業施設も多い。こうした特性により、海外から新型イ

ンフルエンザウイルスが持ち込まれる可能性も高い。また、インフルエンザ

シーズンでは、新型インフルエンザと従来の人インフルエンザの鑑別を臨床

的に行なうことは不可能であることから、初動における感染症防止対策が非

常に重要となる。 
  こうした中で、豊島区においても「豊島区新型インフルエンザ対策行動計

画」及び「豊島区新型インフルエンザ対策マニュアル」を策定し、必要に応

じてさらに見直しを行なっていくこととする。 
 
  
２ 新型インフルエンザとは 
   
従来のインフルエンザウイルスは、Ａ・Ｂ・Ｃ型の三種類に分類され、Ｂ・

Ｃ型はヒトにのみ感染し、Ａ型は多くの亜型があり、ほとんどの鳥類や哺乳 
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類にも感染し、それぞれの動物の間の中で感染する。一方、新型インフルエ

ンザウイルスは動物の間の中から種の壁を越えて、それまでヒトに感染しな

かったトリのＡ型インフルエンザウイルスが突然変異を起こして性質が変わ

り、ヒトへ感染し、そしてヒトからヒトに感染するようになった新たなイン

フルエンザウイルスである。 
 鳥インフルエンザウイルスの中で、トリにとって致死性が高く強い毒性を

示す強毒型のＡ型インフルエンザウイルスが高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス*である。その一つである、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）ウイルスが、ヒ
トに感染し、ヒトでの発生・死亡事例が東南アジアを中心に増加している。

平成１９年４月現在、世界でインフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の発症者２９１人

（死亡１７２人、死亡率５９％）と報告されている。このようなことから、

平成１８年６月１２日、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）は感染症法における指

定感染症として政令指定され、患者の入院等の措置が行なえるようになり、

新型インフルエンザウイルスへの変異が最も懸念されている。 
新型インフルエンザは、２０世紀に３回発生しており、「スペインインフル

エンザ」（１９１８年）、「アジアインフルエンザ」（１９５７年）、「香港イン

フルエンザ」（１９６８年）で、人類は１０～４０年の周期で大流行に見舞わ

れている。この過去３回の新型インフルエンザは、すべて弱毒型のトリイン

フルエンザウイルスに由来する。次の新型インフルエンザは、強毒型の高病

原性鳥インフルエンザウイルスのヒトへの変異の可能性が高く、いままで以

上に被害が大きくなることが心配されている。 
また、「スペインかぜ」が流行した時代と比較して、現代は人口密度が高く、

高速・大量輸送のシステムが発達しており、発生地点がどこであっても４～

７日で世界中に広がり、ひと月以内に世界中で多数の患者や死者が発生する

ことが予測されている。 
 

 
３ 発生段階 

 
国では、世界保健機関（ＷＨＯ）のパンデミックフェーズ*の定義に準じて、 

６つのフェーズ*に分類している。さらに、国内での発生していない場合（国 

内非発生）と国内で発生した場合（国内発生）に分け、表記を簡略化し、国 

内非発生の場合には「Ａ」、国内発生の場合には「Ｂ」としており、ＷＨＯフ 

ェーズ３における国内非発生はフェーズ３Ａ、国内発生はフェーズ３Ｂとし 

ている。現段階では、フェーズ３Ａ（ヒトへの新しい亜型のインフルエンザ 

感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的にはなく、ヒト－ 

ヒト感染による感染の拡大はみられない国内非発生）である。 
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  ＷＨＯでは、このフェーズ３の段階から、ヒトからヒトに感染が拡大し

て、新型インフルエンザウイルスが確認できた段階をフェーズ４として、

このフェーズ４の段階から新型インフルエンザが発生したこととすること

になっており、国や東京都もそれに準じている。 

 
 
４ 流行予測・背景 
  
  新型インフルエンザ発生時の流行規模は、出現した新型インフルエンザウ

イルスの病原性や感染力等に左右されるものであり、現時点で流行規模を完

全に予測することは難しいが、国では行動計画において医療機関を受診する

患者数は全人口の２５％で、約２，５００万人と推計されている。東京都で

は人口が集中するため都民の約３０％の３７８万５千人が罹患するものと想

定されている。東京都との人口比から、豊島区における新型インフルエンザ

の健康被害を予測すると、患者数はおよそ７万６千人、入院患者数６千人、

死亡者数３００人と推定される。 
  
（１）都民の約３０％が罹患することを想定した場合の新型インフルエンザ

流行予測 
被 害 分 類 患者数等 

外来患者数  約３７８万５千人 
入院患者数  約２９万人 流行予測による

健康被害 死亡者数 
（中程度：致死率０．５３％を参考に算出） 

 約１万４千人 

１日新規外来患者数  約５万人 
１日最大患者数  約３７万３千人※ 
１日新規入院患者数 約３千８百人 

流行予測による

ピーク時の健康

被害 
１日の最大必要病床数  約２万６千人 

※有症期間を軽症者７日間、重症者１４日間、死亡者２１日間と仮定した国立感染

症研究所による算出。入院と外来の比率は患者調査（厚生労働省）を参考。 
・患者数は通常期の約５．２倍、インフルエンザ関連死亡者数は約３３倍 
・中程度：「アジアインフルエンザ」（１９５７年）の米国での致死率は０．５３％ 
重 度：「スペインインフルエンザ」（１９１８年）の米国での致死率は２％ 

・インフルエンザの一般的な流行期間である８週間の期間で見ると、ピーク時前後８

週間で外来患者数は、約２３６万人で予測した患者数の約６２％がこの期間に集中

する 
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（２）豊島区における新型インフルエンザ流行予測（東京都の人口から按分） 
 
被 害 分 類 患者数等 

外来患者数   約７万６千人 

入院患者数   約６千人 
流行予測によ

る健康被害 
死亡者数   約３００人 

１日新規外来患者数   約１千人 

１日最大患者数   約８千人 

１日新規入院患者数 約８０人 

流行予測によ

るピーク時の

健康被害 
１日の最大必要病床数 約５５０床 

 

※最大外来受診者数（仮定条件：基本再生生産数＝ＲＯ＝１．２５ 罹患率＝約３０％） 

 

    

  

約１，０００人   ８週間  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

１つの発熱センター（発熱外来）で１日８０人（１０人/時間×８時間）診察可能とすると、

ピーク時の対応をするためには、約１，０００人・約１３か所 

１，０００人÷８０人=１２．５≒１３ 

 

予測した罹患者数の約６２％が、

この期間に集中 

（受診者総数約４万７千人） 
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東京都の発生段階と国のインフルエンザフェーズとの比較 

     

東京都 国 

発生段階 基 準 
インフルエンザ

パンデミック
定 義 

フェーズ 1 

（前パンデミック

期） 

ヒトへ感染する恐れのあるウイルス

が存在。ヒトへの感染リスクは小さ

い。 

フェーズ2Ａ・

2Ｂ（前パンデミ

ック期） 

ヒトへの発症に対してかなりのリス

クを提起する 
発生前期 

ヒトへの感染事例も認められる

が、ヒト－ヒト感染は明らかでな

い。 

フェーズ3Ａ・

3Ｂ（パンデミッ

クアラート期） 

ヒト感染が見られるが、ヒト－ヒト感

染による拡大は見られない。 

海外発生期 

海外でヒト－ヒト感染が認めら

れ、新型インフルエンザが発生し

たことが確認される。 

フェーズ 4～

6Ａ（パンデミッ

クアラート期～パ

ンデミック期） 

国内非発生 

国内発生期 

国内または都内で新型インフルエ

ンザの発生が確認されるが、感染

拡大は非常に限られている。 

フェーズ 4Ｂ

（パンデミック 

 アラート期） 

限定されたヒト－ヒト感染の小さな

集団（クラスター*）が見られるが拡
散は非常に限定されている。 

前

期 

都内で複数のクラスターが見ら

れ、さらに拡大が予想される。 

フェーズ 5Ｂ

（パンデミック 

 アラート期） 

より大きなクラスターが見られるが

ヒト－ヒト感染は依然限定的 
都 内 

流行期 
後

期 

都内で急速に感染が拡大し、流行

している。 

フェーズ 6Ｂ

（パンデミック期）

一般のヒト社会の中で感染が増加、持

続している。 

大規模 

流行期 

流行予測を超えて大流行し、全医

療機関で確保可能な病床数を超え

る規模での発生が予想され、新た

な対応が必要となる。 

  

  

流行終息期 

新規外来患者数が１医療機関あた

り週１０人以下となる状況が２週

間以上続く。 

（後期パンデ

ミック） 

パンデミックが発生する前の状態へ

急速に回復している。 

＊国のフェーズでＡは国内非発生、Ｂは国内発生を示す  
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５ 健康危機管理体制 
 
  新型インフルエンザの発生・流行に伴い、区民の健康被害や社会的・経済

的被害が予想されることから、区は発生段階に対応した以下の組織を中心に

健康危機管理体制を確保する。 
 
（１）池袋保健所の体制構築 
①新型インフルエンザ発生の確認 
池袋保健所健康推進課は、新型インフルエンザ患者の発生状況について、 
迅速かつ的確に把握できるよう情報収集に努め、発生情報を入手した場合、

確認とその旨を区民や関係機関に周知する。 
 
②池袋保健所健康危機管理対策本部として、「池袋保健所新型インフルエン

ザ対策本部」の設置 
 海外でのヒト－ヒト感染が認められ、新型インフルエンザが発生したこ

とが確認されるフェーズ４Ａの段階で、豊島区健康危機マニュアル（平成

１６年５月策定）に基づき、健康危機管理レベル２として池袋保健所長を

本部長とした池袋保健所健康危機管理対策本部として、「池袋保健所新型イ

ンフルエンザ対策本部」を設置する。 
 
【健康危機管理レベルと組織体制（豊島区健康危機管理マニュアル）】 

レベル 意思決定者 対応体制 

レベル１ 池袋保健所長 
担当課を中心とした通常業務体制で対処可能なもの 
＜池袋保健所通常業務体制＞ 

レベル２ 池袋保健所長 
池袋保健所全課が連携し、対処する必要のあるもの 
＜池袋保健所健康危機管理対策本部体制＞ 

レベル３ 区 長 
保健福祉部を中心とし、区全体の協力体制で対処する

必要があるもの 
＜豊島区健康危機管理対策本部体制＞ 
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【池袋保健所新型インフルエンザ対策本部事務局体制】 
担当者 内 容 

健康推進課長 
発生情報収集及び発信（東京都との連絡調整、庁内・関係

機関・区民・報道等資料作成）、積極的疫学調査の実施等 
健康係長 
感染症事務担当者 

課長等の指示による資料作成、各様式の作成、対応状況の

管理・記録等 
地域保健課長 
〃管理係長 

事務局総括、庁内及び関係機関への対応等 

※健康係長及び感染症事務担当者は、事務局としての中心的役割を担う。 
 

 
 
 
（２）庁内の体制構築 

①「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画検討会議」の設置 
 現段階は、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の海外でのヒトの発生が確認さ

れてはいるが、ヒト－ヒト感染による感染の拡大が見られない新型インフ

ルエンザ未発生の海外発生前期フェーズ３Ａにあたる。この段階で、新型

インフルエンザの発生に備え、「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画検

討会議」を設置し、「豊島区新型インフルエンザ対策行動計画」及び「豊島

区新型インフルエンザ対策マニュアル」を策定する。また、各部局も同様

にマニュアルの策定を検討する。 
 
②危機管理対策会議として、「豊島区新型インフルエンザ対策会議」の開催 
要請 

    池袋保健所は、フェーズ４Ａの段階で新型インフルエンザの国内発生

の危機に備えて、全庁的な体制の構築が必要と判断し、「豊島区新型イン

フルエンザ対策行動計画検討会議」を「豊島区新型インフルエンザ対策

会議」に移行し、総務部に危機管理対策会議として、「新型インフルエン

ザ対策会議」の開催を要請する。 
 
③豊島区新型インフルエンザ対策会議の開催 
総務部は、池袋保健所から「豊島区新型インフルエンザ対策会議」の

開催要請があった場合、速やかに区長・副区長に報告し、同会議を開催

する。そこで、各部局における対応等を協議するとともに、各部局に対

し必要な対策を講じるように指示する。 

※新型インフルエンザ患者発生の情報等の一元化 
 発生情報収集及び発信・報道発表の資料等の作成（Ｑ＆Ａ）につ

いては、健康推進課が一元的に行なう。 
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④各部局の連携等に係わる調整会議の開催 
    総務部は、新型インフルエンザに関する情報の共有化や区民からの相

談及び情報提供を円滑に行なうため、関係部局の課長級で構成する「豊

島区新型インフルエンザ対策調整会議」を必要に応じて開催する。 
 
⑤新型インフルエンザ対策本部の設置 

    国内または都内で新型インフルエンザの発生が確認された場合、厚生

労働大臣が国内発生期フェーズ４Ｂとして、「ヒト－ヒト感染発生の宣

言」を行ない、対策強化を表明する。これに合わせて、東京都知事によ

る「発生宣言」があり、それに応じて徹底した「封じ込め策」により、

感染拡大防止するための各種対策が実施され、特別区に対しても「対策

本部」の設置が要請される。 
区も東京都と一体となった対策を講じるため、区長は「発生宣言」を

行ない、健康危機管理レベル３として区長を本部長とした「豊島区新型

インフルエンザ対策本部」を設置する。 
 
⑥社会活動等の制限 

    都内での危機的拡大が予想される場合、東京都知事による「流行警戒

宣言」が出される。東京都は、公共交通機関の運行縮小、企業等の事業

活動の自粛等を実施し、大流行による社会機能破綻回避を図るとともに、

新たな医療体制が確保される。区もそれに応じた対策を実施する。 
 
（４）庁内各部局の役割 
   新型インフルエンザの流行状況が区内の大発生レベル（区内での患者が

相当数になり、社会機能の低下など非常事態となっている状況）となった

場合、各部局が連携を取りながら、対策を実施する必要がある。 
   基本的な対策は、本対策行動計画に基づくとものするが、詳細について

は「豊島区新型インフルエンザ対策本部」の決定とする。 
さらに、対策の実施については国・東京都に支援を要請し、他区をはじ

めとする近隣自治体との連携を図っていく。 
 
（５）行政機関・関係機関との体制構築 
①行政機関との体制構築等 
総務部は、区民の安全・安心した生活を維持するため、池袋・巣鴨・

目白警察署及び池袋・豊島消防署との連携を強化し、豊島区新型インフ

ルエンザ対策本部への参加を要請する。 
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②関係機関における対策本部の設置要請 
豊島区新型インフルエンザ対策会議において、豊島区医師会・薬剤師

会等の関係機関と一体となった対策を講じることが必要となった場合、

豊島区新型インフルエンザ対策本部または池袋保健所は、関係機関に対

し「新型インフルエンザ対策本部」を設置するよう要請する。 
 
（６）ホテル・旅館・飲食店及び観光関係施設や関係事業者への対策 
   対策本部と池袋保健所は、ホテル等観光関係施設や関係事業者に対し、

新型インフルエンザ対策として、危機管理体制の整備や情報収集及び周知

方法の確立を要請し、国の「事業者・職場における新型インフルエンザ対

策ガイドライン」の周知を図る。また、宿泊客などの施設利用者に感染・

患者の疑いがある場合、速やかに池袋保健所に相談し、対応するようホテ

ル等に要請する。 
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各部局の主な対応・役割 

部 局 名 主な対応・役割 

政策経営部 ・情報提供（報道機関の対応）に関すること 

総 務 部 

・豊島区新型インフルエンザ対策会議、豊島区新型インフルエンザ対策本部、豊

島区新型インフルエンザ対策調整会議等に関すること 
・公共交通機関・ライフライン事業者との連絡等に関すること 
・大規模流行期における公共交通機関の運行縮小に関すること 
・国、他自治体との連携（他部局に係るものを除く）に関すること 
・情報提供に関すること 
・相談体制の整備（各部局との連携等）に関すること 
・社会活動及び事業活動等の自粛要請等（他部局に係るものを除く）に関するこ

と 
・区民の安全・安心（他部局に係るものを除く）に関すること 
・遺体の処理（他部局に係るものを除く）に関すること 
・区職員の感染予防等に関すること 

区 民 部 

・情報提供（町会・自治会等の広報）に関すること 
・区民相談に関すること 
・海外渡航者への感染予防等に関すること 
・食糧及び生活必需品の安定供給等（他部局に係るものを除く）に関すること 

文化商工部 

・私立専修学校等の感染予防等（注意喚起・対応要請等）に関すること 
（注：私立学校等について、東京都生活文化スポーツ局でも感染予防等を実施） 
・食糧及び生活必需品の安定供給等（他部局に係るものを除く）に関すること 
・企業の事業活動の自粛等（他部局に係るものを除く）に関すること 

清掃環境部 ・資源の使用抑制に関すること 
・ごみの排出抑制に関すること 

子ども家庭部 ・公立・私立保育園等における感染予防に関すること 

保健福祉部 ・福祉施設における感染防止に関すること 
・高齢者・障害者等の支援に関すること 

池袋保健所 

・新型インフルエンザ発生状況の把握に関すること 
・新型インフルエンザの感染予防等の広報（他部局に係るものを除く）に関する

こと 
・区民、医療機関等からの相談（他部局に係るものを除く）に関すること 
・新型インフルエンザウイルスの検査に関すること 
・感染症法（積極的疫学調査等）に関すること 
・外来医療、入院医療等の医療体制に関すること 
・抗インフルエンザウイルス薬に関すること 
・福祉施設における感染防止に関すること 
・国・都及び他自治体等との連携（他部局に係るものを除く）に関すること 
・高齢者・障害者・外国人等の支援に関すること 
・水際対策（東京検疫所との連携・協力）に関すること 
・患者搬送に関すること 
・遺体の処理、埋葬法関連（他部局に係るものを除く）に関すること 
・上下水道に関すること 

土 木 部 ・遺体の埋葬地の確保等（他部局に係るものを除く）に関すること 
教育委員会 ・公立学校の感染予防等に関すること 
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国 東京都 豊島区 

フェーズ 定義 
発生

段階
基準 目標 主な対策 

危機

管理

体制 

危機管理体制 

フ ェ ー ズ
１ 
(前パンデ
ミック期) 

ヒトへ感染する

恐れのあるウイ

ルスが存在。ヒト

への感染リスク

は小さい。 

フェーズ 
２A・２B 
(前パンデ
ミック期) 

ヒトへの発症に

対してかなりの

リスクを提起す

る。 

フェーズ 
３A・３B 
（パンデミ
ックアラー
ト期） 

ヒト感染が見ら

れるが、ヒト－ヒ

ト感染による拡

大は見られない。 

発 
生 
前 
期 

ヒトへの感染事例

も認められるが、

ヒト－ヒト感染は

明らかでない。 

・新型インフルエン

ザ発生の早期把

握 

・発生に備えた準備

行動の計画的実

施 

・高病原性鳥インフ

ルエンザの防疫

とヒトへの感染

防止 

 

・サーベイランス体制の充

実 

・高病原性鳥インフルエン

ザの監視、防疫体制整

備、ヒトへの感染把握体

制確保 

・感染拡大に備えた医療体

制確保 

・抗インフルエンザウイル

ス薬等の医療に必要な

物資の確保 

フェーズ 
４～６A 
（パンデミ
ックアラー
ト期～パン
デ ミ ッ ク
期） 

国内非発生 

海 
外 
発 
生 
期 

海外でヒト－ヒト

感染が認められ、

新型インフルエン

ザが発生したこと

が確認される。 

・都内における新型

インフルエンザ

発生早期発見 

・海外発生に関する

情報収集 

・国内発生に備えた

全庁的な対策の

構築 

・早期発見のための「アラ

ート｣の発動 

・健康不安者等からの電話

相談体制構築 

・健康安全支援センターに

おける検査体制整備 

 

危 
機 
管 
理 
対 
策 
会 
議 
・ 
議 
長 
： 
危 
機 
管 
理 
監 
 

保健所として、 

・情報収集と提供 

・啓発活動 

・感染拡大に備えた準

備 
・対応マニュアルの整

備と訓練 

 

豊島区として、「豊島

区新型インフルエン

ザ対策行動計画検討

会議」設置(事務局：総務
部危機管理担当課、保健所健

康推進課) 

 

池袋保健所「新型イン

フルエンザ対策本部」

（本部長：保健所長）

「豊島区新型インフ

ルエンザ対策会議」

「豊島区新型インフ

ルエンザ対策調整会

議」開催 

フェーズ 

４B 

（パンデミ

ックアラー

ト期） 

限定されたヒト

－ヒト感染の小

さな集団（クラス

ター）が見られる

が拡散は非常に

限定されている。 

厚生労働大臣が

国内での「ヒトー

ヒト感染発生」を

宣言 

国 
内 
発 
生 
期 

国内又は都内で新

型インフルエンザ

の発生が確認され

るが、感染拡大は

非常に限られてい

る。 

・都内で発生した際

の抑え込みの徹

底 

・感染拡大に備えた

医療体制の確保 

・都民への適切な情

報提供による混

乱防止 

・東京都知事による｢発生

宣言｣ 

・｢アラート｣の活用及 

び検査体制の強化 
・感染拡大防止のため、情

報提供体制・相談体制強

化 
・感染症指定医療機関を中

心にした診療の実施と

感染拡大に備えた医療

体制の整備 

 

フェーズ 
５B 
（パンデミ
ックアラー
ト期） 

より大きなクラ

スターが見られ

るがヒト－ヒト

感染は依然限定

的 

前
期 

都内で複数の

クラスターが

見られ、さらに

拡大が予想さ

れる。 

・徹底した封じ込め

策による流行の

拡大の防止 

・患者の急増に備え

た外来･入院医療

の確保 

・東京都知事による「流行

警戒宣言」 

・区市町村単位での｢発熱

センター｣開設 

・流行拡大に備え医療体制

強化 

・社会活動の自粛 

フェーズ 

６B 

（パンデミ

ック期） 

一般のヒト社会

の中で感染が増

加、持続してい

る。 

厚生労働大臣が

「国内非常事態

宣言」 

都
内
流
行
期 

後
期 

都内で急速に

感染が拡大し、

流行している。

・都内での流行の抑

制社会機能の維

持 
・社会不安の解消と

パニック防止 

・重症患者を中心とする入

院医療体制への転換 

・既存の医療資源の最大限

の活用 

・公共交通機関、ライフラ

インの確保 

・社会不安解消のため広報

活動充実･強化 

感 

染 

症 

対 

策 

本 

部 

・ 

本 

部 

長 

： 

知 

事 

 

  

大 
規 
模 
流 
行 
期 

流行予測を超え
て大流行し、全
医療機関で確保
可能な病床数を
超える規模での
発生が予想さ
れ、新たな対応
が必要となる。

・新型インフルエン

ザの大流行によ

る社会機能の破

綻回避 

・大規模流行に応じ

た新たな医療体

制の確保 

・東京都知事による｢感染

症緊急事態宣言｣ 

・公共交通機関の運行縮小 

・企業等の事業活動の自粛 

・臨時医療施設の開設 

・遺体安置所の設置 

・一時的な埋葬 

(後パンデ
ミック期) 

パンデミックが

発生する前の状

態へ急速に回復

している 

流 
行 
終 
息 
期 

新規外来患者数
が１医療機関あ
たり週 10 人以
下となる状況が
２週間以上続
く。 

・社会機能の段階的

回復 

・流行が再燃した場

合の対策強化 

・知事による「終息宣言」 

・臨時医療施設での医療を

感染症指定医療機関等

へ移行 

・社会機能の段階的回復 

・再燃、新たな発生への備

え、計画の見直しと体制

の改善 

感 

染 

症 

緊 

急 

事 

態 

対 

策 

本 

部 

・ 

本 

部 

長 

： 

知 

事 

｢発生宣言｣を受けて 

「豊島区新型インフ

ルエンザ対策本部設

置」(本部長：区長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区長による 

｢新型インフルエンザ

緊急事態宣言｣ 

 

 

 

 

 

 

・区長による 

｢終息宣言｣及び｢豊島

区新型インフルエン

ザ対策本部｣の解散 

国のフェーズと東京都の発生段階別目標と主な対策 
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豊島区新型インフルエンザ対策における健康危機管理体制 

池袋保健所健康推進課による発生情報収集 

新型インフルエンザの発生情報入手 

発生情報の確認・情報収集強化（発生確認後

東京都が認定、発生段階の変更） 

池袋保健所は「池袋保健所新型インフルエン

ザ対策本部設置」（保健所を挙げての体制） 
 
総務部に「豊島区新型インフルエンザ対策会

議」開催を要請する 

総務部は「豊島区新型インフルエンザ対策会議」開催 
総務部は、「豊島区新型インフルエンザ対策会議」を召

集し、情報の共有化と事態に応じた対策を講じるよう各

部局に指示する 
また、関係部局の課長級で構成する「豊島区新型インフ

ルエンザ対策調整会議」を必要に応じて開催する 

「豊島区新型インフルエンザ対策本部」設置

東京都知事による「発生宣言」があり、徹底

した「封じ込め策」により、感染拡大防止す

るための各種対策が実施されるため、区もそ

れに準じた対策を実施する 
 
東京都知事による「流行警戒宣言」があり、

公共交通機関の運行縮小、企業等の事業活動

の自粛等を図り、大流行による社会機能破綻

回避や新たな医療体制が確保されるため、区

もそれに準じた対策を実施する 

発
生
前
期
１
Ａ
・
Ｂ
〜
３
Ａ
・
Ｂ 
国
内
発
生
期

４
Ｂ 

海
外
発
症
期
４
Ａ 

都
内
流
行
期 

（
前
期
）
５
Ｂ

大
規
模 

流
行
期 

 

○日常的に情報収集 

○海外での発生の情報入手 

○ＷＨＯや厚生労働省・東京都

などから情報収集し発生を確認 

○初動対応として、池袋保健所

は新型インフルエンザ対策本

部を設置 

○豊島区新型インフルエンザ

対策会議の構成 
 
区長、副区長、政策経営部、総務部、

区民部、文化商工部、清掃環境部、

保健福祉部、子ども家庭部、都市整

備部、土木部、会計管理室、教育委

員会、選挙管理委員会事務局、監査

委員事務局、区議会事務局 

○豊島区新型インフルエンザ

対策本部の構成 
本部長：区長 
構成員：各部局長 

＜参加要請機関＞ 
池袋・巣鴨・目白警察署 
池袋・豊島消防署 
豊島区医師会・薬剤師会 

 
災害対策基本法に基づき設置

される災害対策本部に準じる

体制とする 

豊
島
区
危
機
管
理
レ
ベ
ル
２ 

（
池
袋
保
健
所
長
） 

豊
島
区
危
機
管
理
レ
ベ
ル
３ 

（
区 

長
） 

「豊島区新型インフルエンザ対策本部」解散

東京都知事による「終息宣言」があった後、

豊島区長の下、流行が再熱した場合の対策を

強化し、対策本部を解除する 

流
行
終
息
期 

新型インフルエンザは潜伏期が短く、発症１～２日前より感染力があり、非常に強い感

染力のため、国内発生後すぐに流行する。そのため、対応に向けた「豊島区新型インフ

ルエンザ対策本部」の設置が必要となると考えられる。 

発生 

都
内
流
行
期 

（
後
期
）
６
Ｂ
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６ 新型インフルエンザの発生段階に応じた主な対策 

都内流行期 
発生前期 海 外 

発生期 
国 内 
発生期 前 期 後 期 

大規模 
流行期 

流 行 
終息期 

 
  発生

段階 
 
事項 

ヒトーヒト

感染が認め

ら れ な い

（新型イン

フルエンザ

未発生） 

海外でヒト

ーヒト感染

発生（海外

で新型イン

フルエンザ

発生確認） 

国内（都内）

で発生確認 

都内で小集

団での発生

確認 

急速に感染

拡大 
 

流行予測を

超えた大流

行 

流行終息に

向かう 

１  
豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策会議

の開催 

   
 
 
 
 
 
 

    
解散 

 

２  
豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策調整

会議の開

催 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

３  
サーベイ

ランス  
注：疾病の

発生状況等

の継続的な

監視 

 

高病原性鳥

インフルエ

ン ザ の 防

疫、ヒトへ

の感染防止

 

新型インフ

ルエンザ情

報の収集 

 

新型インフ

ルエンザ対

策アラート

による患者

の早期発見

 

定点報告の

週報から日

報化 

   

４  
情報提供 

 

新型インフ

ルエンザの

基本的知識

等の提供 

 

情報管理部

門の設置 

 

海外での発

生状況・予

防策の提供 

 

「咳エチケ

ット」「うが

い・手洗い

励行」啓発 

 

 

 

 

 

不要不急の

外出自粛要

請 

  

 

 

 

 

公共事業・

ライフライ

ンの確保要

請 

 

 

 

 

 

交通機関の

運行縮小要

請 

 

 

 

各種自粛要

請の解除 

 

５  
相談体制 

 

 

相談マニュ

アル等の策

定 

発熱専門相

談窓口の設

置 

 

発生国から

の帰国者等

からの相談 

 

 

 

 

相談体制の

強化 

 

 

 

 

相談体制の

強化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談体制の

縮小 

 

豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策行動

計画検討

会議 
豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策会議

開催 

豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策本部

設置 移行

必要に応じて、豊島区新型インフルエン対策会議を開催 

調整会議

の 開 催

（相談体

制 の 検

討） 

調整会議

の 開 催

（相談体

制 の 強

化、情報

管 理 部

門） 

調整会議

の 開 催

（集会・

企業活動

自粛等 

調整会議

の 開 催

（交通機

関の運行

縮小、遺

体 処 理

等） 

大規模集客施設へ連絡 

公共機関・ライフライン

事業者との連絡 

必要に応じて豊島区新型イ

ンフルエンザ対策調整会議

開催 

緊急事態宣言 発生宣言 流行警戒宣言 

海外・国内（都内）での

発生状況・予防策の提供

外出・集会・事業活動等

の自粛要請 

終息宣言

豊島区新

型インフ

ルエンザ

対策本部

解散 

池袋保健

所新型イ

ンフルエ

ンザ対策

本部設置
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都内流行期 
発生前期 海 外 

発生期 
国 内 
発生期 前 期 後 期 

大規模 
流行期 

流 行 
終息期 

  
  発生 
  段階 

 

事項 

ヒトーヒト

感染が認め

ら れ な い

（新型イン

フルエンザ

未発生） 

海外でヒト

ーヒト感染

発生（海外

で新型イン

フルエンザ

発生確認） 

国内（都内）

で発生確認 

都内で小集

団での発生

確認 

急速に感染

拡大 
 

流行予測を

超えた大流

行 

流行終息に

向かう 

６  
ウイルス

検査 

 

検査資器材

の確保 

 

 

帰国者から

の検査 

 

 

ウイルス検

査の実施 

 

 

検査体制の

強化 

  

検査体制の

縮小 

 
７  
医療物資

の確保と

活用 

 

 

抗インフル

エンザウイ

ルス薬の備

蓄・使用計

画の策定 

 

二次感染防

止のための

個人防護具

等医療資器

材の確保 

 

 

抗インフル

エンザウイ

ルス薬の適

正使用の要

請 

 

 

 

 

  

 

優先順位に

基づく抗イ

ンフルエン

ザウイルス

薬の投与 

 

 

 

 

  

 

８  
医療体制 

診療可能医

療機関の確

保等 

発症に備え

た病床確保 

 

 

 

発熱センタ

ー・発熱外

来の設置準

備 

 

 

 

入院病棟の

確保、発熱

センター・

発熱外来開

設 

 

 

 

 

 

 

  

 

通常医療体

制へ移行 

９  
防疫体制 

 

感染予防マ

ニュアル等

の作成 

 

 

 

 

 

 

疫学調査員

に対する季

節性インフ

ルエンザの

ワクチン接

種勧奨 

 

 

 

 

 

 

 

注：新型イ

ンフルエン

ザワクチン

接種計画に

基づき接種 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者接触者

等に対する

入院または

自宅待機等

の勧告・不

要不急の外

出自粛要請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０  
社会活動

の制限、

区民生活

の確保等 

  

 

各家庭にお

ける食糧・

水 ・ 日 用

品・医療品

の備蓄 

 

 

 

不要不急の

外出自粛要

請 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者等へ

の支援、ご

みの排出抑

制、区民の

安全・安心

対策 

 

 

 

 

 

 

交通機関の

運行縮小要

請 

各自粛要請

の解除 

抗インフルエンザウイ

ルス薬の患者及び医療

従事者への投与 

ワ ク チ ン

接種 
注：製造さ

れ次第、ワ

ク チ ン 接

種 計 画 に

基 づ き 接

種 

徹底した封じ込め対

策（感染症指定医療機

関での入院医療） 

発熱センター・発熱外来での

診療・重症患者への対応 
（患者数が増加した場合、区

民センター等に「発熱センタ

ー」・医療機関に「発熱外来」

を設置し、一般患者と新型イ

ンフルエンザ患者が接触しな

い診断を実施（入院を要する

重症患者については、医療機

関で対応）） 

積極的疫学調査の実施（感染症法に基づ

き、新型インフルエンザ患者（疑似症含

む）及び接触者に対し、原因究明・感染

源把握・喫食調査・健康調査を行なう）

学校の臨時休

業等の要請 

外出・集会・事業活動等

の自粛要請、公共機関、

ライフラインの確保要

請、遺体に対する適切な

処置 
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７ 対策の基本項目 
 
豊島区の新型インフルエンザ対策は、（１）サーベイランス、（２）情報提

供、（３）発熱専門相談窓口の設置、（４）検査、（５）医療物資の確保と活用、

（６）医療体制、（７）防疫体制の７つの基本項目に分けて、各発生段階にお

ける行動計画を策定する。 
 
（１）サーベイランス 
   新型インフルエンザの発生に対して素早く対応するためには、新型イ

ンフルエンザの出現をいち早く察知することが必要である。この点から、

サーベイランス体制を強化し、早期把握に努める。 
①高病原性鳥インフルエンザの監視 
発生前期においては、新型インフルエンザの国内初発の可能性を視

野に入れる 
②感染症発生動向調査 
   インフルエンザ定点医療機関からの情報の収集・分析を行なう 
③感染症健康危機管理情報ネットワークシステム 
   感染症指定医療機関、保健所等の関係機関で情報を共有化する 
④「東京・新型インフルエンザアラート」 
都内での患者発生を早期に把握する 

     
国内発生期には、「アラート」の強化等により早期発見に努め、都内流

行期以降は、ネットワークシステム等を活用した情報収集を継続し、感

染拡大の防止を図る。 
 
（２）情報提供 
    新型インフルエンザに関する情報については、感染予防と拡大防止の

観点から、各発生段階に対応した適切な情報提供を行ない、区民や関係

機関と情報を共有していくことが必要である。 
 
（３）発熱専門相談窓口の設置 
  ① 池袋保健所に発熱を有する患者から相談を受ける体制（発熱専門相

談窓口）を整備するとともに、ポスターや広報紙等を活用して、発熱

を有する患者は、まず発熱専門相談窓口へ電話等により問い合わせる

ことを区民に周知する。 
  ② 発熱専門相談窓口は、患者の早期発見、患者が事前連絡せずに直接、

医療機関を受診することによる他の患者への感染の防止、区民への心

理的支援、特定の医療機関に集中しがちな負担の軽減等を目的とする。 
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  ③ 発熱専門相談窓口では、極力対面を避けて情報交換し、本人の情報

（症状、患者接触歴、渡航歴等）から新型インフルエンザを疑った場

合、マスクを着用したうえ、感染症指定医療機関等を受診するように

指導する。新型インフルエンザの可能性がない患者に関しては、適切

な情報を伝え、必要に応じて近くの医療機関を受診するように指導す

る。 
  ④ 発熱専門相談窓口は、都内に新型インフルエンザ患者が発生した後

も継続する。 
  ⑤ 区民からの相談に対応するため、対応職員の増員や専用電話回線の

増設等、発生段階ごとの状況に応じた相談体制を構築する。 
⑥ 夜間・土日・祝祭日の対応については、東京都医療機関案内サービ

ス（ひまわり）との連携を図るために、協議が必要である。 
 
（４）検査 

東京都健康安全研究センターにおいて、新型インフルエンザウイルス

の最新情報の収集に努め、各発生段階に応じた迅速かつ効果的な検査体

制を確保するため、東京都に基づき区の実施体制を構築する。 



18 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【国：情報提供・共有（リスクコミュニケーション*）に関するガイドライン概要】 
（平成１９年３月２６日）より 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
●国内でのヒトからヒトへの感染拡大が発生する前から積極的に情報提供 
●国内での感染事例発生時には正確な情報を早急に適切手法により伝達 
●情報提供に際して盛り込むべき内容、提供方法や表現等の留意事項についてあら

かじめリスト化 
●個人のプライバシーや人権に配慮した情報提供 

新型インフルエンザ発生時の情報提供・共有の基本的な考え方 

 
 
 
＜国＞ 
 国内外の新型インフルエンザ発生状

況について、随時、情報収集し、定

期的に記者発表 
 
＜自治体（都道府県）＞ 
 定期的な記者発表により住民への情

報提供 

 
 
 
＜国＞ 
・新型インフルエンザ対策推進本部を

開催し、本部長（厚生労働大臣）か

らフェーズ４の宣言 
・情報提供体制の強化（毎日複数回、

定時の定例記者会見の実施） 
・コールセンターの設置 
 
＜自治体（都道府県）＞ 
・情報提供体制の強化（毎回複数回、

定時の定例記者会見の実施） 
・コールセンターの実施 

フェーズ１～３ フェーズ４以降 

※発生地域の公表の考え方 
  国内発生時は、区市町村名までを公表。患者のプライバシー保護に十分留意。た

だし、接触者への公衆衛生対策上必要な場合はその程度に応じて、接触者の感染が

疑われる場所と時期を発表。 



新型インフルエンザ発生時の報道関係者とのリスクコミュニケーション・チェックリスト（例）

（注）下記の内容について、発生時の状況（得られている情報等）により、適宜、内容を変更する

いつから

どこで

何が起こっているのか

確定状況 確定診断、迅速診断、症状・感染歴からの疑い例　等

感染経路（感染媒体）

どのような症状が起こるのか

発症までの期間（潜伏期間等を含む）

予防方法 未感染者 リスク群別に予防方法が明示されているか

感染者

接触者

行政の対応 これから行なう内容

問い合わせ先 国民・住民向け 一本化されているか

これまでの経緯 発見から発表まで

発生している地域の特定（公衆衛生上の観点からどこまで）

感染拡大の状況（どれくらい感染者がいるのか）

感染拡大の時間的経緯

緊急性の程度

現時点までの行政の対応

海外情報

同類の問題（他の疾病）との比較

主な症状

致死率及び国内での死亡例

今後、警戒すべき範囲（地域等）

感染を疑う場合の状況（症状、接触歴等）

未感染者 予防薬、治療薬、ワクチン等の状況

接触者 予防の呼びかけ（予防方法を含む）

患　者 病院を受診するタイミング

対処方法 検査の必要性

国　内

海　外

問い合わせ先 メディア向け 複数記載されているか

わかりやすい表現で書かれているか

わかっていないことが明確に言われているか

わかっていることはどこまでわかっているかが明確になっているか

用語は統一されているか

専門用語は使わないで書かれているか、使用する場合には説明があるか

法令用語は使わないで書かれているか、使用する場合には説明があるか

図表や数字で表しているか

割合ではなく比率で示されているか

タイトルは適切か

スクリーニング（感染の可能性について）できるようになっているか

文の長さは適切か

「初めて」の使い方は適切か

「等」の使い方は適切か

曖昧な表現になっていないか

要点を元に受けているか

回答がＱ＆Ａのどの部分に書かれているか示しているか

発表のタイミングは適切か

発表者は適任であるか

情報の管理者が明らかとなっているか

「要点」と「詳細」の使い方が明確になっているか

人権への配慮がされているか

最初に結論が述べられているか

新しい情報の追加報告体制が明らかとなっているか

作成及び改訂日が明らかとなっているか

収集された情報（確認済み）が出されているか

適切なフリップが用意されているか

「要点」はＡ４で１枚から２枚にまとめられているか

資料（Ｑ＆Ａ）が同時に出されているか

資料（Ｑ＆Ａ）の読み方を説明しているか

用語一覧があるか

発表の間隔は適切か

前回の利用が添えられているか

　　厚生労働科学研究「大規模感染症発生時の効果的かつ適切な情報伝達のあり方に関する研究」班検討内容を一部改編

質問対応

情報提供
の方法

内　容

表　現

２回目以降

要　点

詳　細

発生状況

健康被害

対処方法

現状報告

健康被害

適切さ

わかり
やすさ

過去の事例

リスク群別に対処方法が明示されているか

影響の及ぶ範囲

予防・治療
等方法

過去の状況

19
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（５）医療物資の確保と活用 
  新型インフルエンザが発生し流行が始まれば、抗インフルエンザウイル

ス薬（リン酸オセルタミビル等）、ワクチン、その他の感染防御資器材や医

薬品、消毒液など様々な医療物資が必要となってくる。 
 
①抗インフルエンザウイルス薬（リン酸オセルタミビル：商品名タミフル） 
  抗インフルエンザウイルス薬は、早期治療薬または予防策としての効

果が期待されることから、新型インフルエンザの拡大防止を図り、社会

機能を維持させるためにも備蓄が必要となる。東京都は、国の行動計画

も踏まえた備蓄計画と使用計画を策定中である。 
都内で新型インフルエンザ患者が発生した際には、抗インフルエンザ 

ウイルス薬を患者等の発病後の早期投与に活用するとともに、感染拡大 
防止のための早期対応戦略に基づき患者と接触した医療従事者等高危険 
接触者や社会機能維持者への予防投与を行なう。 

   また、流行が拡大した都内流行期の後期には、抗インフルエンザウイ 
ルス薬の需給状況を考慮し、予防投与を中止するとともに、患者の治療 
のための投与を優先的に行なう。 
なお、投与にあたっては、抗インフルエンザウイルス薬の副作用が報 

告されていることから、患者に対する十分な説明と同意のもとで行なう。

また、平成１９年３月２０日、厚生労働省は抗インフルエンザウイル 
ス薬（リン酸オセルタミビル：商品名タミフル）による「精神・神経症 
状（意識障害・異常行動等）」が報告されていることから、季節性インフ 
ルエンザにおける１０歳代への使用を差し控えるよう製薬会社へ指示を 
した。 

 
備 蓄（カプセル） 数 量（２，５００万人分・人口の２０％） 

市場流通備蓄 ４００万人分 
 国（政府備蓄） １，０５０万人分（２年間で備蓄、予防・治療用） 
都道府県備蓄 １，０５０万人分（２年間で備蓄、予防・治療用） 

 
数 量 

１００万８千人分（平成１８年度中に備蓄） 東 京 都 
２万人分（医療従事者や搬送要員など社会機能維持

者） 
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【豊島区薬剤師会との協議事項】 
 ア 都内流行期に国から東京都へ、さらに東京都対策本部より池袋保健

所に輸送される「予防投薬備蓄抗インフルエンザウイルス薬」の受け

入れ窓口及び在庫管理 
 イ 都内流行期前期（封じ込め期）に保健所が主体となって行なう予防

投薬作戦時における抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の分包 
ウ 保健所が主体となって行なう予防投薬作戦時に際し、対象者に行な

わなければならない「本人確認」「抗インフルエンザウイルス薬服用に

関する説明と同意」において、特に「説明」場面への応援 
エ 発熱センター*・発熱外来*等に対して、抗インフルエンザウイルス

薬の在庫管理と運搬 
オ その他 
 

②新型インフルエンザワクチンの接種 
   新型インフルエンザワクチン（パンデミックワクチン）の開発には、

新型インフルエンザ発生後、最短でも６か月から１年は必要とされてお

り、当初は十分な量のワクチンが確保できないことも考えられる。発生

段階に応じたワクチン接種に必要な資器材の確保、接種体制、国や都の

示した接種の優先順位等に基づいて、接種計画を策定する。新型インフ

ルエンザワクチンが開発され、接種可能となった段階で接種計画に基づ

き接種を行なう。 
   また、プレパンデミックワクチン（鳥インフルエンザＨ５Ｎ１亜型を

用いて製造するため）の接種に関しても、フェーズ４以降、国の接種計

画に基づいて接種する。 
 
③医療資器材の確保 

   新型インフルエンザの発生及び流行に備え、日頃からある程度の数量

を確保するとともに、必要とされる感染症防御資器材、医薬品、消毒薬

など医療資器材等について確保計画を策定する。確保した医療資器材等

は、医療行為、疫学調査、患者移送等に際して、従事者の感染防止に活

用するとともに、接触者にも配付し、区役所窓口や清掃事務所等の職員

に対しては必要となる数量を総務部・清掃環境部等で確保する。 
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【国：抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン】（平成１９年３月２６日）より 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

＜流通調整＞ 
〇国内発生前 
 ・返品を行なわないように、医療機関及び卸売業者に対して指導 
 ・医療機関や住民に対して不要入手しないように情報提供 
 
〇国内発生後 
 ・都道府県は、医療機関ごとの届出患者数と使用状況に関する情報収集

を強化、流通薬について指定する医療機関や発熱外来に集中するよう

に卸売業者に指導 
 ・都道府県は、医療機関の悪質な買い占めを公表 
 ・備蓄薬は、卸売業者を通じて都道府県が指定する医療機関に配送、使

用は都道府県分を優先し、不足しがちな都道府県に対して国の備蓄分

を使用 

＜投与方法＞ 
〇予防投薬 
 ・早期対応戦略時及び患者に濃厚接触した医療従事者等でワクチン未接

種の者が、十分な防御なく曝露した場合に投薬 
 
〇通常インフルエンザ 
 ・発症後４８時間以降や健常成人で新型インフルエンザの感染が考えに

くいなどの場合は、投薬を控える 
 
〇感染拡大時 
 ・発症後４８時間以内の服用開始を原則とし、重症入院患者を優先 
 ・実際に流行するウイルスの性質により、外来患者に対する投与の優先

順位を検討 

＜リレンザ＞ 
流行しているウイルスがタミフル耐性で、リレンザに感受性を示す場合

に使用 
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【国：新型インフルエンザワクチン接種に関するガイドライン（概要版）】 
（平成１９年３月２６日）より 

 
 プレパンデミックワクチン パンデミックワクチン 

接種準備開始時期 フェーズ４Ａ宣言直後 
フェーズ４以降、製造終了後

次第 

対 象 者 
医療従事者 
社会機能維持者等（※１） 

全国民（ただし、製造量に一

定の限界がある場合は※２の

とおり） 

供給及び接種体制 

各省庁・都道府県からの実施

計画を受け、厚生労働省は接

種対象者と順位を決定。フェ

ーズ４Ａ宣言後、正式決定。 

厚生労働省はパンデミックワ

クチン製造中に新型インフル

エンザウイルスの性質に基づ

き、接種対象者と順位を決定。 

実 施 主 体 都道府県 
市町村（医療従事者、社会機

能維持者等に対しては都道府

県） 

接 種 方 法 集団接種 

接 種 場 所 

保健所や保健センターなど（ただし、医療従事者は自らの医

療機関にて接種可。社会機能維持者において、当該事業所内

に診察が可能な施設を有する場合は、当該事業所内での接種

可）。 
 
※１ 社会機能維持者とは、以下の群である。 
  （１）治安を維持する者（警察官、消防士等） 
  （２）ライフラインを維持する者（電気・水道・ガス事業者等） 
  （３）国または地方公共団体の危機管理に携わる者（検疫所職員、保健所従事者等） 
  （４）国民の最低限の生活維持のための情報提供に携わる者（通信事業者等） 
  （５）ライフラインを維持するために必要な物資を搬送する者（鉄道事業者等） 
 
※２ 

 新型インフルエンザウイルスが成人に重傷

者が多いタイプのウイルスの場合 
新型インフルエンザウイルスが高齢者に重

傷者が多いタイプのウイルスの場合 

死亡を最小限にする

ことを重視 

①医療従事者・社会機能維持者等 
②医学的ハイリスク者 
③成人 ④小児 ⑤高齢者 

①医療従事者・社会機能維持者等

②医学的ハイリスク者 
③高齢者 ④小児 ⑤成人 

我が国の将来を守る

ことを重視（要検討） 

①医療従事者・社会機能維持者等 
②小児 ③医学的ハイリスク者 
④成人 ⑤高齢者 

①医療従事者・社会機能維持者等 
②小児 ③医学的ハイリスク者 
④高齢者 ⑤成人 
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（６）医療体制 
区の新型インフルエンザの流行予測では、ピーク時、１日の最大新規外 

来患者数は約１，０００人、１日の最大必要病床数は約５５０床に達する

と推定されており、現行の医療体制に過大な負担がかかることが考えられ

る。封じ込め期とパンデミック期とでは明らかに医療体制を変更して、対

応を図ることが必要であり、各発生段階における医療体制について、東京

都の計画に合わせて、事前に豊島区医師会と協議して計画しておくことが

必要である。 
 

①医療体制 
ア 外来医療 
（ⅰ）設置箇所と開設時期 

ⓐ 感染症外来協力医療機関*・・・東京都、東京都医師会 
・海外発生期（フェーズ４以降）より新型インフルエンザ疑い

患者の診療開始 

・患者振り分けを行なうトリアージ*用陰圧テント配備 
 

「感染症外来診療協力医療機関」とは、新型インフルエンザが

疑われる要観察例の対応や診療について、施設設備等の制約から

十分な対応ができない一般医療機関を支援するため、新型インフ

ルエンザの疑われる者（患者を含む）の外来診療に対応できる医

療機関で、東京都が独自に設置している。 
       感染症外来診療協力医療機関の院内体制と設備は、下記のとお

りである。 
        ・感染症の優先的な診療体制の確保 
        ・他の患者と接触しない患者の導線の確保（別室での診療を

含む） 
        ・専用外来診察室（陰圧制御が可能）の確保 
        ・専用外来診察室における胸部Ｘ線検査の実施 
        ・標準予防策の実施 
       発熱センター・発熱外来の設置や診療に積極的に協力する。ま 

た、封じ込め期には新型インフルエンザ患者の入院に協力する。 
 

ⓑ 感染症指定医療機関*・・・東京都 
・海外発生期（フェーズ４以降）より新型インフルエンザ疑い

患者の診療開始 
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       「感染症指定医療機関」とは、「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」に規定された、新感染症・１類感染

症・２類感染症に罹患した患者の入院医療を行なう医療機関のこ

とで、特定感染症指定医療機関、第１種感染症指定医療機関、第

２種感染症指定医療機関に分けられる。 
 

ⓒ 発熱センター*（都内流行期（前期）・５Ｂ）・発熱外来*（都内

流行期（後期）・６Ｂより開始・・・豊島区医師会と協議 

 
 ⓓ 臨時医療施設の設置・運営（外来診療、状況により入院医療） 
   患者が増大し、医療機関での診療が不可能となった場合に開設 

 
（ⅱ）発熱センターの設置場所と設置数・・・豊島区医師会と協議 

ⓐ 新型インフルエンザ大規模流行期の健康被害予測（５ページ参照） 
   ・発熱センター・・・１箇所以上 

（東京都より各区市町村に陰圧テント一式を１張のみ配付） 

ⓑ 陰圧テント 
      ・東京都からの配付 （展開時：４ｍ×５ｍ×２．８ｍ） 
      ・豊島区購入予定１張（展開時：６ｍ×６ｍ×２．５ｍ） 
     

設置項目 発熱センター 発熱外来 

設 置 者 区市町村 医療機関 

設置場所 

区市町村の集会所、保健センター、

学校等 
 
【豊島区医師会と協議】 

各区市町村管内から医療機関を選定 
（案：時間差外来・裏口外来等で振

り分け） 
【一般患者とは別に診察】 

設 置 数 発熱センターと発熱外来を合せて、受診者が徒歩・自転車の利用などでア

クセスできるよう施設数を確保 
スタッフ 豊島区医師会の協力を得て確保 当該医療機関のスタッフ 

設置時期 発生前期から準備、都内流行期（前

期）よりトリアージを開始 
都内流行期（前期）から準備、都内

流行期（後期）より診療等を開始 
＜都内流行期（前期）・５Ｂ＞ 
１ 新型インフルエンザとそれ以外

の患者の振り分けを行なう 
２ 新型インフルエンザが疑われる

患者は、医療機関等に搬送する 

＜都内流行期（前期）・５Ｂ＞ 
準備 

機  能 

＜都内流行期（後期）・６Ｂ＞ 
１ 患者を重症・軽症に分けて重症者には入院を勧める 
２ 軽症者にはタミフルを処方し自宅療養を勧める 
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ⓒ 設置場所の検討 
          発熱センターを運営するために、運営主体である池袋保健所及び

抗インフルエンザウイルス薬を処方する池袋あうる薬局（抗インフ

ルエンザウイルス薬備蓄・供給受入予定）の近くが望ましい。 
ただし、生活産業プラザや中池袋公園、区民センター等を使用す

る場合には、主管部局及び指定管理者との調整が必要である。 
 

（ⅲ）発熱外来の設置場所と設置数・・・豊島区医師会と協議 

ⓐ 新型インフルエンザ大規模流行期の健康被害予測（５ページ参照） 

   １日の新規外来患者数：約１,０００人 

ⓑ 発熱外来の必要な設置数（案）・・・１３箇所程度 

       １箇所の発熱外来で、１日８０人（１０人/時間×８時間）診察

可能と仮定 

        ⇒ １,０００人÷８０人＝１２．５≒１３箇所 

  

       ただし、この必要数は新型インフルエンザの毒性の強さにより、

大きく変わる可能性がある。 
   

※ 発熱センター・発熱外来を新たに診療所として設置する場合に必要と

なる手続きについては、発熱センター・発熱外来が一時的なものであ

ることから、設置手続きは簡易なものとなるよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：「豊島区地域防災計画」災害時における医療救護活動】 

災害時における医療救護は、区が一次的に実施し、区長は必要に応じて、 

豊島区医師会会長・歯科医師会会長・薬剤師会会長等に医療救護班の編成及 

び派遣を要請し、各々医療救護活動を実施する。 

   ＜豊島区医師会医療救護班の編成＞ 

    各地域本部単位に１２班、医師会館に１班の合計１３班 
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イ 入院医療・・・東京都実施 ※（ ）内は、病床数に占める陰圧病床 

 

 

②患者数の増加に応じた医療体制の構築 
 
 
 
 
  （ⅰ）発熱専門相談窓口の設置 
  （ⅱ）感染症外来協力医療機関・・・東京都 
  （ⅲ）新型インフルエンザの入院診療を行なう医療機関（感染症指定医療

機関等）の即応体制の整備・・・東京都 
   
    新型インフルエンザ流行の初期には、当該患者は病状の程度に関わら

ず入院勧告の対象となる。 
 
   
 
 
  
（ⅰ）新型インフルエンザ発生初期の体制  

   ⓐ 感染症外来協力医療機関・感染症指定医療機関以外の病院及び診

療所 

     新型インフルエンザが疑われる患者は、保健所の発熱専門相談窓

口を介して感染症外来協力医療機関・感染症指定医療機関等を受診

することが望ましいが、直接、患者が感染症指定医療機関以外の病

院及び診療所（以下「受診医療機関」という。）を受診した場合には、 

医療機関 医療機関数 病床数 

特定感染症指定医療機関（国立国際医療センター） １ ４（４） 
第１種感染症指定医療機関（都立荏原・墨東） ２ ４（４） 
第２種感染症指定医療機関（都立駒込・豊島等） １０ ８８（７０） 
結核病床を有する医療機関 ２１ ９１６（２５７） 

東京都保健医療公社 
陰圧個室のない医療機関における感染

予防策対策（東京都：「新型インフルエ

ンザマニュアル」参照） 

入院協力医療機関の把握と確保 東京都医師会と連携 

＜第２段階＞ 
都内に新型インフルエンザ患者が発生し、感染症病床が満床になるまで 
の場合：都内流行期前期（フェーズ５Ｂ） 
 

＜第１段階＞ 
国外もしくは国内において新型インフルエンザ患者が発生したが、まだ 
都内では患者が発生していない段階：国内発生期（フェーズ４Ｂ） 
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次のとおり対応する。 

 

   ・受診医療機関の医師は、新型インフルエンザの症状を有する者を認

めた場合、問診によりトリや患者との接触歴及び海外渡航歴等を確

認する。 

   ・受診医療機関は､患者が「要観察例」に該当すると判断した場合、直

ちに最寄りの保健所に「要観察例」として連絡する 

   ・受診医療機関は、十分な感染対策を行ない、患者に新型インフルエ

ンザ検査を実施することのできる感染症指定医療機関等への転送に

ついて、保健所に相談する 

   ・受診医療機関は、新型インフルエンザ検査が検査機関において約半

日以上かかることから、あらかじめ患者に対し、感染症指定医療機

関への任意入院（新型インフルエンザの検査結果が出るまでは、任

意扱いとなる）を勧奨する。 

   ・受診医療機関は、保健所が行なう感染症法第１５条に基づく調査に

協力する努力義務があることから、当該業務を迅速に実施させるた

めに「待合室」等で患者と接触したと思われる一般来院者について、

連絡先等の情報を整理した連絡名簿を作成しておき、保健所の求め

に応じて提出する（池袋保健所における対応は「豊島区新型インフ

ルエンザ対策マニュアル」９ページ参照）。 

    

〇患者が感染症指定医療機関等への入院に同意した場合 

   ・受診医療機関は、池袋保健所等の協力を得ながら受け入れ医療機関

に患者の受け入れを確認し、緊急性があれば救急車の利用を考慮す

る。受診医療機関は、患者に関する情報を受け入れ医療機関及び搬

送者に伝え、搬送者は十分な感染対策を講じたうえで患者を搬送す

る。 

・保健所は、新型インフルエンザウイルスの検査結果を受け入れ医療

機関、受診医療機関及び名簿に記載された者に伝える。 

 

〇患者が感染症指定医療機関等への入院に同意しない場合 

 ・感染症指定医療機関等は、検査の結果が判明するまで患者に当該医

療機関もしくは自宅での待機を指導する。その際には、患者にマス

クの着用、人込みを避ける等の適切な感染対策について指導する。 

 ・新型インフルエンザウイルス検査が陽性の場合、保健所は、その結

果を患者に連絡し、感染症法第１９条に基づき、原則、感染症指定 
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医療機関への入院を患者に勧告し、移送する。感染症指定医療機関

が満床の場合は、協力医療機関への入院を勧告する。 

   患者の家族や「待合室」等で患者と接触したと思われる来院者等

の接触者は、管轄保健所が実施する積極的疫学調査の対象者となる

（詳細は、「国：積極的疫学調査ガイドライン」を参照）。 

 ・新型インフルエンザ検査が陰性の場合、保健所はその結果を患者、

受診医療機関及び連絡名簿に記載された者に連絡する。その際、保

健所は患者の症状が悪化した場合は、すぐに医療機関または保健所

に連絡をとるように指導する。 

 

ⓑ 感染症指定医療機関等 

・感染症指定医療機関等は、「要観察例」「疑似症患者」「患者（確定例）」

に該当する患者を受け入れる場合、前医療機関から患者情報を受け

取り、個人防護具装備などの感染対策を行なった後に患者を受け入

れ、患者の同意を得て入院させる。 

・新型インフルエンザウイルス検査が陽性の場合、保健所はその結果を

患者に連絡し、感染症法第１９条に基づく入院勧告を行ない、医療機

関は患者の診察を継続する。 

・新型インフルエンザの症状を有する者が、最初に感染症指定医療機 

関等を受診した場合、患者とその接触者に対し、それ以外の医療機 

関と同様の対応を行なう。 

   
    〇発熱センター 

      新型インフルエンザの患者とそれ以外の患者とを振り分けるこ

とで両者の接触を最小限にし、感染拡大の防止を図ることを目的

とする。 

〇新型インフルエンザの入院診療を行なう医療機関 

  ⇒ 症状にかかわらず入院診療 

〇新型インフルエンザの診療を行なわない医療機関 

  ⇒ 新型インフルエンザ以外の診療に専念し、必要に応じて発

熱外来等に協力する 



30 

 

 
 

 
 
東京都知事は、国と協議したうえで感染症法第１９条に基づく、新型イ

ンフルエンザ患者の入院勧告を中止し、以下の対応を行なう 
（ⅰ）発熱外来の対応 

 ・新型インフルエンザ患者とそれ以外の患者を振り分け、感染拡

大を防止するとともに、患者の症状の程度から入院治療の必要

性を判断する。 

 ・患者に入院治療の必要性を認めなければ、必要な投薬を行ない、

極力自宅での療養を勧める。 

 ・患者に重度の肺炎や呼吸機能の低下を認め、入院治療の必要性

を認めた場合、保健所等の協力を得ながら、新型インフルエン

ザ患者の入院診療を行なう医療機関への入院を調整する。 

 

（ⅱ）新型インフルエンザの入院診療を行なう医療機関 

 ・新型インフルエンザ治療の病床確保のため、自宅での治療が可

能な患者に対し、病状を説明したうえで退院を促し、自宅での

療養を勧める。 

 ・新型インフルエンザの入院診療を行なう医療機関は、待機的入

院、待機的手術を控える。患者には、緊急以外の外来受診は避

けるよう啓発する。 

 

（ⅲ）新型インフルエンザの診療を行なわない医療機関 

・新型インフルエンザ以外の診療に専念し、新型インフルエンザ

以外の疾患についての医療を維持する役割を担う。また、自宅

療養中の新型インフルエンザ患者の往診や発熱センター・発熱

外来の診療等、必要に応じて協力する。 

 

 
 
 
 
 
・東京都知事は、入院治療が必要な新型インフルエンザ患者が増加し、医 

＜第３段階＞ 
新型インフルエンザ患者が増加し、都内の感染症病床、結核病床及び協 
力医療機関の一般病床が満床となった場合：都内流行期後期（フェーズ 
６Ｂ） 

＜第４段階＞ 
都内の新型インフルエンザを診察する医療機関が、重症患者で満床とな 
った場合：大規模流行期 
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療機関の収容能力を超えた場合は、入院治療が必要な重症の新型インフ 
ルエンザ患者等に対し、医療機関以外において医療を提供する体制の確 
保に努める。 

  ・医療機関以外において医療を提供する場として、感染拡大の防止や衛生

面から以下の条件を満たす公的研修施設等の宿泊施設が望ましい。この

場合、感染拡大時の一時的なものであることから、医療法上の医療施設

ではなく、居宅の延長線上のものとして整理する。 
     ・大人数の患者の宿泊が可能なスペース・ベッド等があること 
     ・トイレやシャワーなど衛生設備が整っていること 
     ・食事の提供ができること 
     ・冷暖房の機能があること 
     ・十分な駐車スペースや交通の便があること 
  ・区は、豊島区医師会と連携し、必要に応じて医療従事者が訪問すること

で、施設内で必要な診療を受けることができるようにする。 
 
 
 
 
   東京都は、新型インフルエンザの流行が終息傾向に入ったと判断した時 

点で以下を実施し、区もそれに準じる。 
・発熱センター及び発熱外来を中止する 
・通常の医療サービスが提供できる体制への速やかな復帰を推進する 

   
③在宅医療について 
  ・感染症指定医療機関等が新型インフルエンザ患者で満床になった場合、 

自宅での治療が可能な者においては、自宅での療養が勧奨される。豊島 

区医師会・薬剤師会の協力のもとに療養中の新型インフルエンザ患者等 

に対する往診体制の検討が必要である。 

 

④社会福祉施設等について 

  ・社会福祉施設等においては、比較的感染しやすい利用者が多いため、施 

設外からの新型インフルエンザウイルスの侵入防止や施設内での感染拡 

大を予防する対応の徹底が重要である。 

  ・施設内における新型インフルエンザ対策については、「高齢者介護施設に 

おける新型インフルエンザ対策等の手引き」等を参照する。 

  

＜第５段階＞ 
新型インフルエンザの流行が終息傾向に入った場合：流行終息期 
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⑤患者移送について 

  ア 患者移送にかかる感染予防策について 

  （ⅰ）新型インフルエンザ患者（疑似症患者も含む）及び「要観察例」に 

関して、気管挿管されている場合を除き、患者にサージカルマスク* 
を着用させる。 

  （ⅱ）搬送従事者は、Ｎ９５マスク*・手袋・ガウンについて二次感染を防 

ぐため、１回の搬送ごとに交換する。特に汚れやすい手袋に関して 

は、汚染したらすぐに新しいものと交換する。 

     

イ パンデミック発生時における患者移送体制について 

    パンデミック発生時に入院勧告を行なわれた患者が増加すると、都 

による搬送では対応しきれない状態が予想されるため、都は事前に消 

防機関等関係機関と協議し、パンデミック発生時における患者の移送 

体制を確立させる。  
 

⑥医療機関におけるライフライン 
   パンデミック発生により、社会機能が低下した事態においても、医療施 

設において必要な入院機能を継続するために、電気・水・食糧等のライフ

ラインを確保する。 
 
⑦医療機関における感染症対策 

（国：医療施設などでの新型インフルエンザ感染対策ガイドライン概要）  
 
⑧医療機関における診断検査 

（国：医療機関における診断検査ガイドライン） 
 
 



33 

 
医 療 体 制 

発生段階 
インフルエンザ 

パンデミック 
外来医療 入院医療 

フェーズ 1（前パンデ 

ミック期） 

フェーズ 2A ･2B 

（前パンデミック期） 
発生前期 

フェーズ 3A ･3B（パンデ

ミックアラート期） 

＊感染症指定医療機関、感染症
外来協力医療機関との連携
（外来医療の確保） 

＊発熱センター設置の検討 
＊医療機関において診療日や時

間帯を工夫し、新型インフル
エンザの疑い患者を診察する
発熱外来の実施について検討
する 

 

＊感染症指定医療機関における
病床の確保 

＊入院患者対応の不足に備え、
陰圧結核病床を受け入れ病床
として確保を図る 

 

海

外 

フェーズ 4～6A（パンデミ

ックアラート期～パンデ

ミック期） 

＊発熱センター（外来診療と外
来患者のトリアージ）の開設
準備 

 

発生期 
国

内 

フェーズ 4B（パンデミ 

ックアラート期） 

＊感染症指定医療機関等での外
来治療 

＊感染の拡大に備えた各医療機
関に対する外来医療の協力要
請 

＊発熱センターでの患者受け入
れ準備 

＊感染症指定医療機関での入院
医療 

＊結核病床を有する医療機関に
おいての陰圧病床の確保 

前

期 

フェーズ 5B 

（パンデミック期） 

＊発熱センターの開設 
＊感染症指定医療機関での外来

診療 
＊流行の拡大に備えた新型イン

フルエンザ疑い患者の外来診
療（発熱外来）を行う医療機
関での患者受け入れ準備 

＊感染症指定医療機関、陰圧結
核病床を持つ医療機関、都立
病院、公社病院で確保された
病床での入院 

都  内 

流行期 

後

期 

フェーズ 6B（パンデミ 

ックアラート期） 

 

入院勧告中止 

＊医師会等の協力を得て地域の
診療所等も含め、新型インフ
ルエンザの患者に対する外来
診療を行なう発熱外来を実施
する 

＊重症患者を中心とした入院治
療 

＊比較的軽症に対しては自宅療
養 

＊流行の拡大に備え学校体育館
等を臨時医療施設とする準備

大規模流行期  

＊大規模流行により医療機関で
の対応が困難な場合、体育館
等の公共施設を使用し、外来
医療の確保を図る 

＊重症患者を中心とした入院治
療          

＊比較的軽症に対しては自宅療
養             

＊流行の拡大で病床が不足する
場合は学校体育館等を臨時医
療施設として開設し、入院治
療を行う 

流行終息期 （後期パンデミック） 

＊臨時医療施設での外来診療
は、各医療機関での外来診療
が可能と判断された時点で終
了 

＊新たな発生や流行の再燃に備
え、医師会等の関係機関と課
題を整理し改善に努める 

＊臨時医療施設での入院治療は
感染症指定医療機関、および
入院協力医療機関での入院が
可能と判断された時点で終了

＊新たな発生や流行の再燃に備
え、医師会等の関係機関と課
題を整理し改善に努める 

パンデミック期の医療体制 
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【国：医療体制に関するガイドライン（概要）】（平成１９年３月２６日）より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型インフルエンザ患者が発生し、入院勧告が中止になるまで

感染症指定医療機関等で医療が行なわれる段階 

検疫所 診療所・感染症指定医

療機関以外の病院 

感染症指定医療機関 

結核病床を含む協力医療機関*** 

入院勧告 入院または自宅（症状に応じて） 

発熱外来** 

 
 
 
保 
健 
所 発熱相談センター（発熱専門相談窓口）* 

新型インフルエンザの症状を有する者及び患者との接触歴、流

行国の渡航歴を有する者等 

積
極
的 

疫
学
調
査 

新型インフルエンザ 
ウイルス（＋） 

新型インフルエンザ 
ウイルス（－） 

症状が悪化した

場合 

入院勧告中止前 

* 
国外もしくは都道府県外に新型イン

フルエンザ患者が発生した段階で、

保健所ごとに発熱相談センターを設

置 
** 
新型インフルエンザ患者とそれ以外

の患者との振り分け 
*** 
他の疾患の患者と隔てられた病床や

新型インフルエンザ専用病棟の利用

等 

入院勧告中止後 

新型インフルエンザの症状を有する者及び患者との接触歴、流

行国の渡航歴を有する者等 

新型インフルエンザ患者の数が増加し、入院勧告を中止後、感

染症指定医療機関等以外でも医療が行なわれる段階 

発熱外来* 
 

 
入院医療を行なう 
全医療機関 

医療機関・医師会・薬局等 

自宅 
外出自粛 
マスク着用 

公共施設等 
医療機関が、重

症患者で満床と

なった場合 

 
 
 
 
保 
健 
所 

重症 軽症 

情

報 
提

供 

情

報 
提

供 

情

報

提

供 

*医療機関以外での感染状況や診療の人的体制を
勘案し、発熱外来の維持の是非を検討する 
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【国：医療施設における感染対策ガイドライン概要】（平成１９年３月２６日）より 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
・基本的にはフェーズ３までの対策と同様の次の対策を実施 
・標準予防策：すべての患者に適応される基本的な感染対策 
・経路別予防策：接触予防策、飛沫予防策、空気予防策 
・新型インフルエンザ流行に伴ない集積される知見に基づき、必要な感染予防

策を実施 

新型インフルエンザ発生時の医療施設における 
感染対策の基本的考え方 

 
 
・新型インフルエンザ患

者数 
⇒なし～小数 
  ：来院時の問診強化 
⇒増加 
：外来トリアージ 

 
 
・Ｎ９５マスク（サージ

カルマスク）、眼の防

護具、手袋、ガウン装

着 
・手指衛生 
・環境整備 
・個室管理 
・患者の移動制限、面会

制限 

 
 
・基本的に急性期の入

院病棟部門と同様 

・医療施設のスタッフ

や見舞い客の持ち

込みによる施設内

新型インフルエン

ザ流行阻止 

 

外来部門 急性期の入院病棟部門 長期ケア部門 

 
 
・ケアの提供者

と被提供者の

間での感染伝

播に注意 

 
 
・基本的に急性期

の入院病棟部門

と同様 
・感染対策遵守度

が成人に比べて

低く親子間・小

児同士の接触度

が高いことに留

意 
・精神的なケアに

関しては、成人

以上に注意 

 
 
・入院中の新型イン

フルエンザ患者

と同様 
・家族が接触を希望

する場合、家族の

感染対策 
・遺体を非透明性バ

ッグに入れて搬

送 
・病理解剖を行なう

場合は、感染対策

を確実に実施 
 

 
 
・移送従事者の

安全確保と移

送患者の人権

配慮 
・全ての経路の

感染対策を実

施し、移送距

離、時間をで

きるだけ短縮 

在宅ケア 小児科病棟 死亡後の対応 患者移送 
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【国：新型インフルエンザ対策ガイドライン（医療機関における診断のための検査）】 
（平成１９年３月２６日）より 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜事前準備＞ 
 

〇ウイルス輸送培地 
地方衛生研究所にお

いてＰＢＳ等を用い

た培地を作成 
 
〇ウイルス輸送培地の

供給 
地方衛生研究所より、

感染症指定医療機関

等への分配供給 
 
〇ウイルス輸送培地の

保管 
医療機関において、

４℃または－２０℃

で保管 

＜臨床検体の採取＞ 
 
〇医療従事者の保護 
感染予防のためのＰ

ＰＥ 
〇臨床検体の種類・採

取 
咽頭吸引液、鼻腔吸引

液、血液等 
〇検体採取時期 
検出対象物に応じた

採取時期 
〇臨床検体の保管 
検体や保管日数に応

じた温度、培地 
〇ラベリング 
感染症サーベイラン

スシステムによる検

査依頼票の使用 

＜検体の輸送＞ 
 
〇検体の容器基準、

表記方法 
検体が外部に漏れ

ない３層構造の容

器 
 
〇検体の表記、輸送

手段 
ＷＨＯ「感染性物質

の輸送規則に関す

るガイダンス」に準

じた輸送 
 
〇凍結せず４℃維持 

保健所、地方衛生研究所、国立感染症研究所等 

届出・報告 

感染症指定医療機関等 
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（７）防疫体制 
   新型インフルエンザの感染予防及び感染拡大の防止・封じ込め策は、健 
康被害を最小限にとどめるとともに、社会機能を破綻に至らせないために

も重要である。 
    
①予防と蔓延防止対策（国：新型インフルエンザ発生初期における早期

対応戦略ガイドライン） 
     うがい・手洗い・マスク着用等の基本的な予防策の実施や人込みを 
避けるなど、個人単位での感染防止策の徹底を図るとともに、必要に

応じて学校や通所施設の臨時休業など施設単位での防止策を実施する。 
     また、患者が発生した場合には、積極的疫学調査*を行ない、感染の 
危険性が高いと考えられる者に対する感染予防策、ヒトへの感染例の 
早期発見と迅速な治療開始等による感染拡大の防止を図る。 

     なお、区内での流行が拡大する場合には、区民に対して集会等の各 
種行事の自粛を要請するなど社会活動等の制限をすることにより、蔓

延防止を図っていく。 
 
②水際対策 
  海外での新型インフルエンザが発生した際に、国内への流入を防止 
するために、東京都が検疫所等と連携するとともに、区は発生地域へ 
の渡航自粛を区民に呼びかけて、国内侵入防止を図る。 

 
③高病原性鳥インフルエンザ対策 
   新型インフルエンザへの変異を起こす可能性が高い高病原性鳥イン

フルエンザが区内で発生した場合についても、迅速な対応による蔓延防

止措置が必要である。 
  このため、高病原性鳥インフルエンザ発生時における区の具体的対 
策として、農場関係者や防疫関係者等への感染予防策の徹底を図る。 
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【国：新型インフルエンザ発生初期における早期対応戦略ガイドライン（概要）】 
（平成１９年３月２６日）より 

 
区民への抗インフルエンザ薬予防

投与方法 目 的 抗インフルエンザ薬予防投薬対象者 

① 家庭・施設内予防等投薬 感染拡大防止 症例の家庭・保育施設・学校・職場等内全

員 
② 接触者予防投薬 個人の発病予防 症例の接触者対象 

③ 地域内予防投薬 ウイルス封じ込め 区市町村（郡）内全員 

④ 薬剤以外の感染拡大防止 感染拡大の抑制 
感染防止対策、移動制限、学校の臨時休業、

職場対策、集会や社会活動の自粛、リスク

コミュニケーションなど 
 
 
 
 
 
※予防投与：成人－７５mg/日×１０日間、１歳以上の小児－２mg/kg/日×１０日間（最高７５mgまで） 
  
１ はじめに 
  （１）ひとたび新型インフルエンザが発生し、仮に何も対策を講じなかった場合、瞬く 
間に感染は拡大し、医療サービス・社会機能の破綻を伴なうような甚大な被害が生 
じる可能性が想定される。早期対応戦略の最終的な目標は、医療サービスや社会機 
能を維持し被害を最小化することにあり、感染拡大抑制を図ることで可能な限り流 
行のスピードを緩め、その間にワクチンの開発・製造を急ぐことが重要である。 

  （２）従って、ヒトーヒト感染の拡大が起こり始めた初期においては、効果的な感染拡 
大防止・抑制のために、迅速に国内の症例発生を探知し、速やかに早期対応を実施 
することが求められる。 

 
 ２ 実施方法 
  （１）実施体制 
   ①国の役割、地方自治体の役割 

    ア 国の役割・・・「早期対応」実施に関し、支援する責任を負う 

     （ⅰ）新型インフルエンザ発生に際し「新型インフルエンザ対策本部」設置 

  
「新型インフルエンザ対策専門家諮問委員会」に対策の方針を諮問 

  
「諮問委員会」の勧告を受け、対策の基本方針を決定 

     （ⅱ）抗インフルエンザウイルス薬の確保・備蓄・供給（輸送含む） 

     （ⅲ）省庁間調整 

     （ⅳ）新型インフルエンザが発生していない都道府県に対する対応 

     （ⅴ）国民に対する対応 

     （ⅵ）国際連携 

   ②都道府県（知事）の役割・・・実施の責任を負う 

     対策の実施主体となる。都道府県内の政令市、中核市等の保健所設置市、特別区 

の対策も統括する。新型インフルエンザの患者発生が都道府県をまたがる場合には、 

当該都道府県が連携して対応にあたる。また、技術的及び実務上の支援。 

   ③区市町村の役割 

     住民への情報提供や不要な集会等の自粛、予防投薬の実施等より住民に身近な行 

政対応を行なう。 

・②＋④  ・・・接触者予防投薬作戦：接触者の発症抑制 
・①＋②＋④・・・家庭・施設内予防投薬作戦：地域単位での感染拡大の抑制 
・②＋③＋④・・・地域封じ込め作戦：一定条件を満たした場合の発生地域におけるウイルス封じ込め 
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④各省庁関係部署の役割 

     国においては、国の新型インフルエンザ対策本部の指揮の下で、所管する対策

を推進する。都道府県においては、その対策本部の指揮の下で対策を実施する。 

⑤都道府県衛生主管部局の役割 

    ・感染予防策の啓発・指導 

    ・適切な医療提供の調整 

    ・抗インフルエンザウイルス薬の提供 

    ・疫学調査等の公衆衛生対応 

    ・国より提供された抗インフルエンザ薬の都道府県内輸送、対象者への投与、服

薬監視と評価 

   ⑥国立感染症研究所の役割 
     必要に応じ、必要な助言を行なうことができる。 
   
イ 国の新型インフルエンザ対策専門家諮問会議（仮称） 

    ウ 連携と情報共有 
    （ⅰ）国内連携 
    （ⅱ）国際連携 
 
（２）実施手順：新型インフルエンザ発生初期における早期対策戦略 

 

 

 

 

 

 

 

                  ・決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第一期対応（直ちに） 
 
・症例管理、院内感染防止 
 
 
 
 
 
・予防投薬対象者に対する外出

の自粛 
 
 
 
・疫学調査・情報収集 
・サーベイランスの強化 
・対策実施状況の監視 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二期対応 
 
 
継続 
 
 
・外出の自粛 
・職場対策 
・集会等の自粛・学校の臨時休業 
 
緩和 
 
・予防内服対象者の縮小 
 
強化 
 
＊ウイルスの性状や発生状況等を

勘案し、実施を検討 
・地域内一斉予防投与 
・人の厳格な移動制限 
・地域外からの出入制限 
・住民支援 
 
 
 
 
 

初期評価 
（発生後７２

時間以内） 
・封じ込めの

可能性 
・家庭・施設

内予防投薬

の可能性 

症例 
発生 

都道府県 

国 

諮問委員会 

家庭・施設内予防投

薬作戦 

接触者予防投薬作戦 

地域封じ込め作戦

（区市町村単位） 

提
言 

協
議 

報
告 

設
立 

中間評価 
対策の継

続・中止

の検討 
決 定 

家庭・施設内予防投薬 

接触者予防投薬 

 
・国内外の情報収集・助言             ・ウイルス学的情報の検討 

 

・予防投薬用薬剤提供              ・省庁間・関係機関間の調整 
・検疫強化                   ・リスクコミュニケーション 
・サーベイランスの強化             ・国内外の情報収集・発信 

 

支

援 
協

議 

提

言 

支

援 
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８ ホテル・旅館・飲食店及び観光関係施設の対策 
 
   新型インフルエンザウイルスは、海外から日本に侵入すると考えられる。 
また、豊島区以外の国内で発生した場合でも、人の移動により容易に区内 
にウイルスが持ち込まれる危険性もある。 
  豊島区は、東南アジア地域などを中心として外国人登録者数が多く、自 
国との行き来や、また観光客も訪れ、多くのホテル・旅館・飲食店及び観 
光関係の施設がある。区外からのウイルスの侵入に備えて、ホテル・旅館・ 
飲食店及び観光関係施設に対する必要な対策を実施し、感染拡大の防止を 
徹底する。 
  特に、区内で旅行者がホテル等に滞在中発症した場合、旅行者自らホテ 
ル等に症状を申し出るものとし、ホテルが一時的に隔離等を行なったうえ 
で、保健所に知らせることをホテル等に指導する。さらに、ホテル等の滞 
在後に発症した場合、最寄りの保健所に相談することを旅行者に周知する 
ように保健所がホテル等に指導するなど、速やかな情報伝達により、感染 
の初期封じ込めを目指し、下記のとおり主な対策を実施する。 
なお、これらの対策は海外でのヒトからヒトへの感染が確認された海外 
初期レベル（フェーズ４Ａ）以上とする。豊島区新型インフルエンザ対策

本部は、以下の対応を実施する。 
 
（１）情報提供 
 営業者、従事者への新型インフルエンザ発生状況等の情報提供 

 
（２）発生国旅行者等の把握 
旅館・ホテル等の場合、宿泊者名簿への正確な記載（国籍・住所・氏名・

旅行歴等）を指導 
 
（３）施設従事者の健康管理 
①新型インフルエンザと鑑別が困難であるため、季節性インフルエンザの 
予防接種の勧奨 
②３８℃以上の発熱等インフルエンザ様症状のある施設従事者の勤務自粛 
要請 
③３８℃以上の発熱等インフルエンザ様症状のある施設従事者及びその家 
族に対して、保健所への速やかな連絡の要請 
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（４）施設利用の制限の協力要請など 
①３８℃以上の発熱等インフルエンザ様症状のある者への施設利用の自粛 
②区内封じ込め可能レベル（区内でひとつのクラスタ*ーが発生し、その周 
辺での感染の可能性がある状況）になった場合に、集会や宴会等の受け 
入れについて自粛要請 
③区内封じ込め困難レベル（区内でひとつのクラスターの発生に止まらず、

他の地域でのクラスターが発生している状況）になった場合、集会や宴

会等の受け入れ禁止を勧告 
④区内大発生レベル（区内での患者が相当数発生し、社会機能の低下など 
非常事態となっている状況）になった場合、集会や宴会等の受け入れ禁 
止を勧告 

 
（５）施設における患者（インフルエンザ症状を有する者）発生時の指導・要

請 
①患者にマスクを着用のうえ、個室での隔離を指導 
②患者の同意を得たうえで、保健所への連絡を指導 
③接触する従業員の制限、感染予防を指導 
④保健所の指示による医療機関への移送を指導 
⑤集会や宴会等の自粛要請（必要な場合） 

 
（６）患者発生についての公表 
・国や東京都と相談のうえで公表する。 
公表内容：施設名、施設所在地、発生年月日、発生人数、患者の症状、 

潜伏期間から発症までの行動、その他必要事項 
 
※あらかじめ､施設営業者､患者に公表する趣旨を説明する 

 
 
９ 大規模流行に備えた対策 
   
本行動計画では、新型インフルエンザの流行規模について、区民の約３０％

が罹患するものとした流行予測を用いているが、危機管理の観点から、さら

にその予測を超えて大規模に流行するという最悪の事態も想定し、基本項目

に加えて次の対策を実施する。 
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（１）医療機関以外において医療提供を行なう体制の整備 
    新型インフルエンザ患者が増加し、都内の感染症病床、結核病床及び

協力機関の一般病棟が満床となった場合、東京都知事は国と協議したう

えで感染症法第１９条に基づく新型インフルエンザ患者の入院勧告を中

止し、重症の新型インフルエンザ患者の入院が優先的に行なわれるよう

に、医療機関の空床把握やその情報提供に努める。 
    さらに、都内の新型インフルエンザを診察する医療機関が、重症患者

で満床となった場合は、公的研修施設等の宿泊施設等の医療機関以外に

おいて医療提供を行なう体制を整備する。 
  
（２）社会活動等の制限 
    人の移動や集合に伴なう感染の機会を減少させるため、範囲と期間を 
限定して、公共交通機関の運行縮小を事業者に要請する。また、スタジ 
アム・劇場等の集客施設についても、業種と期間を限定し、事業活動の 
自粛を事業者に要請する。また、区民に対しても、各種行事等を自粛す 
るなど外出を控えるよう呼びかける。 
  
（３）区民生活 
    公共交通機関及び電気・ガス・水道などのライフライン事業者の協力

を得て、その機能の確保を図る。また、ごみ処理については東京都と連

携して機能確保を図る。 
    社会全般にわたり社会機能が低下している中であっても、関係業界団

体に対し必要な食糧・生活必需品の確保に努めるよう要請し、区民生活

の安全・安心を確保するため防犯・防災機能を確保する。 
    また、高齢者等への外出自粛の協力要請や食糧・生活必需品の配達を

実施する。さらに、高齢者や心身に障害を持った人たちへの介護等の支

援について、関係団体の協力を得ながら対応に努める。 
 
（４）遺体に対する適切な対応 
    新型インフルエンザが大流行し、多数の死亡者が発生した場合、遺体

を一時的に安置するため、区の体育館やスポーツセンター等の公共施設

を使用する。さらに、一時的に設置された遺体安置所において収容能力

を超える事態となった場合に備え、都立公園等への一時的埋葬準備に着

手する。 
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【国：個人及び一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関するガイドラ 
イン概要】（平成１９年３月２６日）より 
 

 
 
 
   
〇ヒト－ヒト感染発生前 
 ・うがい・手洗い・マスクの励行 
 ・食糧・水・日用品の確保・備蓄 
 ・発熱時の対応 
 ・「咳エチケット」について 
 
〇ヒト－ヒト感染発生後 
 ・情報収集 
 ・発症者の家庭における留意事項 
 ・医療の確保への協力 
 ・不要不急の外出差し控え 

 
〇ヒト－ヒト感染発生前 
 ・独居家庭等の把握 
 ・情報収集・提供 
 ・食糧等の配達準備 
 
 
〇ヒト－ヒト感染発生後 
 ・情報提供 
 ・食糧等の配達 
 ・相談窓口の設置 

個人・家庭 区市町村 

新型インフルエンザとは 

国・地方自治体の対策 

国民の協力 

基礎知識 
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【国：事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン】 
（平成１９年３月２６日）より 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

新型インフルエンザの基本的知識 

＜発生前の準備＞ 
１ 危機管理体制の確認（対策本部の設置、連絡体制の構築） 
２ 情報収集及び周知方法の確立 
３ 業務運営体制の検討 
４ 感染予防の事前措置（手洗いの励行、在宅勤務等の業務形態の検討など） 
５ 物品の備蓄（マスク、手袋、手指消毒用アルコールなど） 
６ 社会機能維持に関わる事業における業務継続の検討（業務を継続する観

点から運営体制を検討） 

＜発生直後の対応＞ 
１ 情報収集及び周知 
２ 感染の拡大予防の措置（会議・会合・研修等を中止または延期、電話会

議やビデオ会議など） 
３ 海外勤務・海外出張する従業員等への感染予防のための措置（感染国の

従業員等及びその家族の退避、海外出張の是非等を検討） 
４ 予防的措置の啓発（「咳エチケット」、健康状況の自己把握など） 

＜感染拡大時の対応＞ 
１ 情報収集及び周知 
２ 業務運営体制の検討（必要に応じた業務の縮小、従業員等の自宅待機な

ど） 
３ 感染の拡大予防の措置 
４ 予防的措置の啓発強化 
５ 社会機能維持に関わる事業における業務継続のための体制 
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【国：埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン】（平成１９年３月２６日）より 

 
 
 
 
 
 
 
   

火葬体制の整備 遺体の保存対策 

都道府県は、区市町村の協力を得て、

火葬場の火葬能力を調査 
（フェーズ３まで） 

区市町村は、都道府県等と連携し、火

葬場の状況を踏まえて、その能力を最

大限に発揮できるようにするための

人員体制・物資等の準備 
（フェーズ４・５） 

都道府県は、火葬場設置者に対して、

火葬炉の最大限の稼動を要請 
（フェーズ６） 

区市町村は、都道府県の協力を得て、

火葬場の火葬能力を超える死亡者が

出た場合に備えて、一時的に遺体を保

存するための施設・必要な物資を準備

（フェーズ４・５） 

・都道府県、区市町村は保冷機能を有

する施設等を確保し、遺体を一時的

に安置 
・都道府県は、火葬の実施までに長時

間を要し、公衆衛生の問題が生じる

場合には、墓地への埋葬を許可する

など状況に応じた措置を検討（フェ

ーズ６） 

※埋火葬や遺体の保存にあたっては、葬送文化・遺族の宗教的感情にも適切

に配慮する 
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１０ 行動計画実施上の留意点 
  
（１）国、東京都、近隣自治体、関係機関との連携・協力 
    国をはじめとして東京都、近隣自治体、関係機関との連携・協力を図 
りながら対策を推進していく。 

 
 （２）区民・事業者の協力 
    流行の拡大防止を図るうえで、行政機関、医療機関等の関係機関の努

力はもとより、区民や事業者の協力が不可欠である。 
    そのため、区民・事業者等には、新型インフルエンザに関する正しい 
知識に基づき、自ら予防に努める「自助」と流行期における高齢者等へ 
の地域住民団体が支援に努める「共助」が求められる。そのうえで、行

政機関等の「公助」により、本行動計画を効率的に実施し、流行による

健康被害を最小限にとどめていく。 
 
 （３）訓練の実施 
    今後、場面（テーマ）別なども考慮しながら、全庁的な訓練の実施を

検討する。 
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Ⅱ 豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）   ４８        



　　・国　⇒　フェーズ3Ａ・Ｂ ・東京都　⇒　発生前期

『豊島区新型インフルエンザ対策行動計画検討会議』の設置と開催（事務局：危機管理担当課、健康推進課）

【目標・目的】

　１　『豊島区新型インフルエンザ対策行動計画』の策定

　２　新型インフルエンザ発生情報の早期把握

　３　新型インフルエンザの発生に備えて、準備行動の計画的な実施

　４　高病原性鳥インフルエンザ・インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の防疫とヒトへの感染防止

【主な対策】

　１　サーベイランス体制の充実

　２　鳥インフルエンザ・インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の都への報告体制整備、ヒトへの感染把握体制の確立

　３　感染拡大に備えた体制の確保

　４　感染症防御資器材や医薬品、消毒薬など必要な医療物資の確保

　５　全庁的な訓練の実施

内　　容

（１）感染症発生動向調査（インフルエンザ定点医療機関からの情報収集・分析体制の強化）

（２）感染症健康危機管理情報ネットワークシステム

（３）東京新型インフルエンザアラート

（１）区民へ従来のインフルエンザ・鳥インフルエンザ及びインフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）・新型インフルエン

　　　ザの基礎知識、一般的な予防策、感染拡大防止等について、広報紙・町会回覧版・ホームページ等で提

　　　供

　・海外渡航者に対して、海外での鳥インフルエンザ発生状況、予防策をホームページで情報提供

　・発生段階ごとの広報内容、報道機関の活用と窓口を事前に検討

（２）豊島区医師会等関係機関へフェーズに応じた状況と区の対策について周知を図り、理解と協力を得るた

　　　めの対策会議や講演会を適時実施。

　・関係機関（医療機関・薬剤師会・社会福祉関係施設・障害者団体等）の情報連絡体制を整備し、発生時の

　　協議や緊急連絡網を作成

（３）ホテル・旅館・飲食店及び観光関係施設、事業者等の情報連絡体制の整備

（１）保健所等に相談窓口の設置

　・全庁的な相談体制の検討・準備、都と連携して発生段階に応じた相談体制の検討・準備

（２）都と連携して検査体制を検討

（１）備蓄されている抗インフルエンザウイルス薬の使用計画

　・感染拡大防止するための封じ込め策、疫学調査員や救急隊員等に使用

　・感染拡大時の投与（治療投与への転換、重症患者等優先順位の検討）

（２）新型インフルエンザワクチン

　・種類（プレパンデミックワクチン：現在、国でインフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を用いて製造中）

　　　　（パンデミックワクチン：新型インフルエンザウイルス分離後製造、ただし、１年以上時間が必要）

　・実施方法（接種対象者、供給及び接種体制、接種場所等）

（３）抗インフルエンザ薬は流通調整が必要なため、医療機関での使用状況・在庫状況に関する情報収集

（１）医療機関へ新型インフルエンザ要観察例・疑似症患者（確定例）の症例定義・届出の周知徹底

（２）池袋保健所を通じて、区の関係機関に対しフェーズに応じた役割分担と連携・協力体制の確立

　・感染症外来診察協力医療機関・感染症指定医療機関等・一般病院の役割分担・協力体制について検討

　・新型インフルエンザ患者とそれ以外の患者の振り分けを行なう『発熱センター』『発熱外来』の検討

　　フェーズに応じた『発熱センター』『発熱外来』の設置主体・運営主体・設置場所（病院に設置、公園

　　等テントを張り設置等）及び施設・設備・資器材調達の検討

　・医師会等に発熱センターへの医療スタッフの検討依頼、保健所で受診医療機関のトリアージの検討

（３）医療機関における院内感染予防対策の徹底

　・「院内感染予防マニュアル」「医療施設等での新型インフルエンザ対策ガイドライン」の周知

　・各医療機関での院内感染予防対策の構築

（４）都が整備する患者搬送体制を確認（救急隊員等の感染予防策の確認）

（１）予防と蔓延防止策

　・手洗い・うがいの励行・咳をするときのマナーの徹底等予防策の周知

　・区民用、学校・施設管理者用Ｑ＆Ａ及びマニュアル　・飼育鳥、野鳥等の不審死対応の周知

　・新型インフルエンザが疑われる時に、必ず保健所・医療機関に電話をしてからの受診を周知徹底

　・豊島区保健衛生関係職員に対する通常のインフルエンザワクチン接種

（２）水際対策（都：不法入国者の収容・検疫体制）

　・東京検疫所の訓練等に参加、署内の感染予防対策について警察と確認　・ホテル、旅館等との連携強化

発生段階

区の対策

Ⅱ　豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

　1　サーベイランス

　4　医療物資の
　　 確保・活用

（国・都の計画に
　合わせて実施）

　6　防疫体制

　5　医療体制
　 （都と連携）

　3　相談・検査

　2　情報提供

    49



　　・国　⇒　フェーズ4Ａ　　　 ・東京都　⇒　海外発生期（1）

『池袋保健所新型インフルエンザ対策本部』『豊島区新型インフルエンザ対策会議』

『豊島区新型インフルエンザ対策調整会議』

【目標・目的】

　１　豊島区内における新型インフルエンザの早期発見

　２　海外・国・都の発生に関する情報収集と提供

　３　国内発生に備えた全庁的体制の構築

　４　『豊島区新型インフルエンザ対策会議』の開催と対応体制の確認

【主な対策】

　１　早期発見のための「東京・新型インフルエンザアラート」の実施

　２　健康不安者等からの電話相談体制の構築

内　　容

（１）感染症発生動向調査

　・定点医療機関に対して、報告を週単位から日単位へ変更（東京都対応）

　・不審死について監察医務院等の関係機関からの迅速的な情報収集（東京都対応）

（２）感染症健康危機管理情報ネットワークシステム

　・「症候群別サーベランス」の活用

（３）「東京・新型インフルエンザアラート」の発動

　・クラスターサーベイランスの検討（東京都）

（１）区民へ海外発生状況を迅速かつ正確に情報提供

　・感染予防策　　　・相談体制を周知（外国人・障害者含む）

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策会議』での検討

　・関係機関への情報提供と対応への協力要請、広報課に広報担当者の設置を検討

（１）区民からの相談窓口・発熱専門相談窓口の設置

　・発生地域の帰国者、渡航者からの相談に応じ、必要時に「アラート」を実施

（２）都の計画に基づき検査体制の整備

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・医療機関に抗インフルエンザウイルス薬の適正使用の要請

（２）新型インフルエンザワクチン接種計画に基づいた接種体制の整備

（３）医療資器材の確保を図り、活用法を明確化

（１）外来医療

　・感染症指定医療機関・感染症協力医療機関で疑い患者の診療開始

　・診断（疑い例・患者（確定例））した医師は、感染症法に基づき保健所に届出

　・「発熱センター」「発熱外来」の設置準備

（２）入院医療（東京都）

　・感染症指定医療機関における体制整備

　・入院協力医療機関に入院病床の確保要請（結核病床：陰圧病床*、都立病院等：病床・フロア単位）
（３）「院内感染予防マニュアル」「医療施設等での新型インフルエンザ対策ガイドライン」の周知

（４）患者搬送体制の整備の確認

（１）予防と蔓延防止策

　・手洗い・うがいの徹底など予防策の周知・注意喚起

　・区民用、学校・施設管理者用Ｑ＆Ａの周知

　・野鳥の不審死対応の周知

（２）水際対策

　・発生国からの入国者等に対する検疫体制の強化、ホテル・旅館等からの疑い患者の発生連絡体制強化

　・飛行機・船舶等から疑い患者の発生連絡があった時、検疫所が実施する防疫対応と連動した調査を実施

　・不法入国者等の臨時衛生措置を警察署と協力して、適切に実施

　　・国　⇒　フェーズ5Ａ　　　 ・東京都　⇒　海外発生期（2）

　４Ａの対策を強化推進

　・情報収集により、国内発生の危険が高いと予想される場合、４Ｂの対策を実施する。『豊島区新型イン

　　フルエンザ対策本部』が必要と判断した場合には、５Ｂの対策を実施する。

　　・国　⇒　フェーズ6Ａ　　　 ・東京都　⇒　海外発生期（3）

　５Ａの対策を強化推進

　・情報収集により、国内発生の危険が高いと予想される場合、５Ｂの対策を実施する。『豊島区新型イン

　　フルエンザ対策本部』が必要と判断した場合には、６Ｂの対策を実施する。

　1　サーベイランス

　2　情報提供

発生段階

区の対策

　3　相談・検査

発生段階

区の対策

　4　医療物資の
　　 確保・活用

　5　医療体制

（フェーズ3Ａ・Ｂ
　同様、都と連携）

　6　防疫体制

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

発生段階

区の対策

区の方針
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　　・国　⇒　フェーズ4Ｂ ・東京都　⇒　国内発生期

　区長 ■新型インフルエンザ発生初期における早期対応戦略

　『新型インフルエンザ発生宣言』 　（国：新型インフルエンザ対策ガイドライン）

　　（東京都知事の宣言後） 　【第一期対応】　

　『豊島区新型インフルエンザ対策本部』設置 　　①症例管理（隔離・治療）

【目標・目的】 　　②医療施設における院内感染予防策

　１　豊島区内で発生した場合の封じ込め徹底 　　③家庭・施設内予防投薬

　２　感染拡大に備えた医療体制の確保 　　④接触者予防投薬

　３　適切な情報提供による混乱回避 　　⑤予防投薬対象者に対する行動制限（不要不急の外出の

【主な対策】 　　　要自粛＝自発的自宅待機）

　１　「アラート」の活用及び検査体制の強化 　　⑥個人・家庭・コミュニティ・職場での感染拡大防止策

　２　情報提供・相談体制の強化 　　⑦リスクコミュニケーション

　３　指定医療機関を中心とした診療の実施と 　　⑧疫学調査・情報収集

　　　感染拡大に備えた医療体制の整備 　　⑨対策実施状況の監視

　初期評価（発生後７２時間以内）

　【第二期対応】

内　　容

（１）感染症発生動向調査　　　・国内での発生状況の把握

（２）感染症健康危機管理情報ネットワークシステム

　・システムを活用して発生状況・患者情報等の共有化

　・「症候群別サーベイランス」の運用強化

（３）「東京・新型インフルエンザアラート」

　・発生地域からの帰国者等の検査・情報を予防策に活用

（１）区民（外国人・障害者含む）に対して、新型インフルエンザについての基礎知識、発生状況、予防策等

　　　の最新情報を提供し、風評等による混乱の回避を図る

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策本部』において、関係機関との情報交換及び協力体制の強化

（１）発熱相談窓口体制を継続・強化（対応職員の増員等を検討）

（２）都と協力し、検査体制を強化

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・感染初期における早期対応戦略（感染拡大防止のための封じ込め策）

　　①接触者予防投薬

　　②家庭・施設内予防投薬

　　③地域内予防投薬

（２）新型インフルエンザワクチン（プレパンデミックワクチン・パンデミックワクチン）

　・製造され次第、接種計画に基づき接種開始

（３）医療資器材を用いて予防し、必要物資の追加分を確保

（１）外来医療

　・感染症指定医療機関及び状況によって外来協力医療機関での外来診療を実施

　・「発熱センター」で発熱患者の受け入れ準備

（２）入院医療

　・要観察例・疑似症患者・患者（確定例）は感染症指定医療機関で実施、状況により協力医療機関でも実施

　・結核病床を有する医療機関：陰圧病床、公的病院等：病棟・フロア単位で入院病床

（３）院内感染予防策の徹底

（４）患者搬送体制の整備と確立

（１）予防と蔓延防止対策　・上記、新型インフルエンザ発生初期における早期対策戦略（第１期⇒第２期）

　・池袋保健所は患者が発生した場合、入院勧告を行ない積極的疫学調査を実施

　・接触者の特定を行ない、必要に応じて抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬の予防投与を含む二次感染の予防指導を徹底

　・接触者に対しては、外出の自粛と発症時の早期連絡を指導（健康管理と有症時対応）

　・接触者が関係する施設で蔓延の恐れがある場合には、臨時休止を要請し標準予防策を徹底

　・発生地域の事業所等でインフルエンザ様症状が認められた場合、就業制限と指定医療機関への受診勧告

（２）水際対策

　・発生地域への旅行自粛の周知　・ホテル・旅館等から疑い患者の発生連絡体制強化

　・航空機・船舶等から疑い患者発生連絡があったとき、検疫所が実施する防疫対応に連動し調査を実施

　・不法入国者等の臨時衛生措置を、警察署と協力し実施

（１）区民に対して集会等行事の自粛要請

（２）企業等の事業活動の自粛要請の準備

（１）遺体に対する対応準備

　2　情報提供

　3　相談・検査

　6　防疫体制

　1　サーベイランス

　8　区民生活

　4　医療物資の
　　確保・活用
　（国・都の計画
　に合せて実施）

　5　医療体制
　（都と連携）

7　社会活動等の制限

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

発生段階

区の対策

区の方針
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　　・国　⇒　フェーズ5Ｂ ・東京都　⇒　都内流行期（前期）

　区長（都知事の宣言後） ■新型インフルエンザ発生初期における早期対応戦略

　『新型インフルエンザ流行警戒宣言』 　（国：新型インフルエンザ対策ガイドライン）

【目標・目的】 【第一期対応】

　１　徹底した封じ込め策による流行拡大防止 直ちに初期評価（発生後７２時間以内）

　２　患者急増に備えた外来・入院医療の確保 【第二期対応】

【主な対策】 　１　家庭・施設内予防投薬作戦

　１　『発熱センター』の開設 　　・第一期対策の継続　　　・自発的自宅待機勧奨等

　２　『発熱外来』の開設準備 　２　接触者予防投薬作戦

　３　感染拡大に備えた医療体制の強化 　　・第一期対策の部分緩和　・予防内服対象者の縮小　　

　４　できる限り外出や集会等の自粛要請 　３　地域封じ込め作戦（区市町村単位）

　　・第一期対策の強化　　　・地域封鎖（交通制限等）

　　・集会等の自粛　　　　　・学校の臨時休業等

　　・地域外からの出入制限　・地域内一斉予防投与

　　・住民支援など

内　　容

（１）発生動向調査　・感染症指定医療機関・協力医療機関、都内での発生状況の把握（週報から日報へ）

（２）感染症健康危機管理情報ネットワークシステム　　　　

　・システムを活用して発生状況・患者情報等の共有化　　　・「症候群別サーベイランス」の運用強化

（３）「東京・新型インフルエンザアラート」は流行状況により中止

（１）区民（外国人・障害者含む）に対して、新型インフルエンザについての基礎知識、発生状況、予防策等

　　　の最新情報を提供し、風評等による混乱の回避を図る

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策本部』において、関係機関との緊密な情報交換と協力体制の強化

（１）発熱専門相談体制を継続・強化（対応職員・専用電話回線の増等）

（２）東京都と協力し、検査体制を強化

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・新型インフルエンザ患者以外、原則として抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬の使用を控えるよう医療機関へ要請

　・医療従事者等の濃厚接触者への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

　　　①接触者予防投薬、②家庭・施設内予防投薬、③地域内予防投薬

（２）新型インフルエンザワクチン（プレパンデミックワクチン・パンデミックワクチン）

　・製造され次第、接種計画に基づき接種開始

（３）医療資器材を用いて予防し、必要物資の追加分を確保

（１）外来医療

　・感染症指定医療機関及び状況によって外来協力医療機関での外来診療を実施

　・「発熱センター」の開設

（２）入院医療

　・疑い例・患者（確定例）は感染症指定医療機関で実施、状況により協力医療機関でも実施

　・結核病床を有する医療機関：陰圧病床、公的病院等：病棟・フロア単位で入院病床

（３）院内感染予防策の徹底

（４）患者搬送体制の整備と確立

（１）予防と蔓延防止対策（上記、新型インフルエンザ発生初期における早期対策戦略（第１期⇒第２期））

　・池袋保健所は患者が発生した場合、入院勧告を行ない積極的疫学調査を実施

　・接触者の特定を行ない、必要に応じて抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬の予防投与を含む二次感染の予防指導を徹底

　・接触者に対しては、外出の自粛と発症時の早期連絡を指導（健康管理と有症時対応）

　・接触者が関係する施設で蔓延の恐れがある場合には、臨時休止を要請し標準予防策を徹底

　・発生地域の事業所等でインフルエンザ様症状が認められた場合、就業制限と指定医療機関への受診勧告

（２）水際対策

　・発生地域への旅行自粛の周知　・ホテル・旅館等から疑い患者の発生連絡体制強化

　・航空機・船舶等から疑い患者発生連絡があったとき、検疫所が実施する防疫対応に連動し調査を実施

　・不法入国者等の臨時衛生措置を、警察署と協力し実施

（１）区民に対して集会等行事の自粛を要請

（２）企業等に業種と期間を定めて、事業活動の自粛要請の準備

（１）食糧等生活必需品の備蓄を区民に要請

（２）ゴミの減量化への協力要請

（３）ゴミ処理状況を調査・処理機能を維持できるための準備

（４）供給不足が予想される場合には、区民に対して電気・ガス・水道等の資源使用を控えるよう協力要請

（５）高齢者・障害者等の食糧・生活必需品の調達方法を検討（要介護者のリストアップと対応の検討）

（６）遺体に対する対応

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

発生段階

区の対策

　1　サーベイランス

区の方針

　7　社会活動等の
　　 制限

　8　区民生活
　（都と連携・
　各部局対応）

　3　相談・検査

　2　情報提供

　6　防疫体制

　4　医療物資の
　　 確保・活用
　（国・都の計画
　に合せて実施）

　5　医療体制
　（都と連携）

都内に新型インフ
ルエンザ患者が発
生し、感染症病床
が満床になるまで
の場合
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　　・国　⇒　フェーズ6Ｂ ・東京都　⇒　都内流行期（後期）

　区長『感染症緊急事態宣言』（東京都知事の宣言後）

【目標・目的】

　１　都内での流行の抑制

　２　社会機能の維持

　３　社会不安の解消と混乱回避

【主な対策】

　１　『発熱外来』の開設

　１　重症患者を中心とする入院医療体制への転換

　２　必要に応じて、災害時の医療体制へ

　３　病床を含めた既存の医療資源を最大限活用

　５　公共交通機関、ライフライン確保

　６　社会不安を解消する広報活動の充実と強化

内　　容

（１）感染症動向調査　　　・都内での発生状況の把握を継続（日報）

（２）感染症健康危機管理情報ネットワークシステム

（１）区民（外国人・障害者含む）に対して、新型インフルエンザについての発生状況、予防策等の最新情報

　　　を提供し、風評等による混乱の回避を図る

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策本部』において、関係機関に対し入院医療体制の強化、転換等新たな

　　　対応について迅速な情報提供

（１）発熱専門相談体制を継続・強化（対応職員・専用電話回線の増等）

（２）検査体制の強化

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・抗インフルエンザウイルス薬の需給状況を考慮し、医療機関において予防投薬を中止

　・感染が拡大し抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬の不足が見込まれる場合は、優先順位により医療機関での計画的投与

【優先順位】（参考：国・東京都が示す順位）

　①入院が必要な重症患者　②医療従事者・社会機能維持者の外来患者　③医学的なハイリスク者の外来患者

　④小児・高齢者の外来患者　⑤成人の外来患者

　・通常のインフルエンザで重症になりやすい患者を除き、新型インフルエンザ患者以外に抗インフルエンザ

　　ウイルス薬を使用しないように医療機関へ要請

（２）新型インフルエンザワクチン（プレパンデミックワクチン・パンデミックワクチン）

　・製造され次第、接種計画に基づき接種開始

（３）医療資器材を用いて予防し、必要物資の追加分を確保

（１）外来医療

　・地域の診療所等一般医療機関にて発熱患者とそれ以外の患者と別に診察する「発熱外来」の開設

　・「発熱センター」「発熱外来」において、患者の振り分け及び初期診療を実施

　・軽症者の自宅療養

（２）入院医療

　・感染症指定医療機関・協力医療機関において重症者を中心とした入院治療

　・感染症指定医療機関・協力医療機関において待機的入院・待機的手術を控える

　・一般病院における中等症者の入院治療

（３）大流行した場合に備えて、外来診療及び入院医療を行なう公園等に設置する臨時医療施設の候補地選

　　　定、医療設備資器材等の準備、退職した医師の活用

（４）患者搬送体制の確保

予防と蔓延防止対策

　・保健所は患者発生時に入院勧告、接触者には経過観察期間を定め、外出自粛要請・健康管理、有症時対応

　・接触者が関係する学校や通所施設等に蔓延する恐れがある場合には、臨時休業を要請

　・発生地域の事業所等でマスク（サージカルマスク等）着用・うがい・手洗いを勧奨。新型インフルエンザ

　　様症状が認められた場合、就業制限・指定医療機関への受診を勧告

（１）区民に対して、集会等実施の自粛を要請

（２）集客施設事業者への職種と期間を定めて、事業活動の実施

（１）食糧等生活必需品の備蓄を区民に要請

（２）ゴミの減量化への協力要請

（３）ゴミ処理状況を調査・処理機能を維持できるための準備

（４）供給不足が予想される場合には、区民に対して電気・ガス・水道等の資源利用を控えるよう協力要請

（５）高齢者・障害者等の食糧・生活必需品の調達方法を検討（要介護者のリストアップと対応の検討）

（６）遺体に対する対応

　7　社会活動等の
　　 制限

　8　区民生活
　（都と連携・
　各部局対応）

　3　相談・検査
　　（都と連携）

　2　情報提供

　4　医療物資の
　　 確保・活用
　
  （国・都の計画
  に合せて実施）

　5　医療体制
　 （都と連携）

新型インフルエン
ザ患者が増加し、
都内の感染症病
棟・結核病棟・協
力医療機関一般病
棟が満床となった
場合

　6　防疫体制

　1　サーベイランス

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

発生段階

区の方針

区の対策
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　　・国・東京都　⇒　大規模流行期

【目標・目的】

　１　新型インフルエンザの大流行による社会機能の破綻回避

　２　大規模流行に応じた新たな医療体制の確保

【主な対策】

　１　災害時の医療体制へ転換（公共施設等を臨時医療施設として使用）

　２　公共交通機関の運行縮小

　３　企業等の事業活動の自粛

　４　遺体安置所の設置等の実施

　５　社会不安を解消する広報活動の充実と強化

内　　容

　感染症発生動向調査による発生状況の把握

（１）区民（外国人・障害者含む）に対して、新型インフルエンザについての発生状況、予防策、災害時の医

　　　医療体制への転換（公共施設等を臨時医療施設として使用）、公共交通機関の運行縮小、企業等の事業

　　　活動の自粛等の新情報を提供し、風評等による混乱の回避を図る

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策本部』において、関係機関に対して区民と同様に新たな対応について

　　　迅速な情報提供

（１）発熱専門相談体制を継続・強化（対応職員・専用電話回線の増等）

（２）東京都と協力して、検査体制の強化

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・抗インフルエンザウイルス薬の需給状況を考慮し、医療機関において予防投薬を中止

　・感染が拡大し抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬の不足が見込まれる場合は、優先順位により医療機関での計画的投与

【優先順位】（参考：国・東京都が示す順位）

　①入院が必要な重症患者　②医療従事者・社会機能維持者の外来患者　③医学的なハイリスク者の外来患者

　④小児・高齢者の外来患者　⑤成人の外来患者

　・通常のインフルエンザで重症になりやすい患者を除き、新型インフルエンザ患者以外に抗インフルエンザ

　　ウイルス薬を使用しないように医療機関へ要請

（２）新型インフルエンザワクチン（パンデミックワクチン）

　・製造され次第、接種計画に基づき接種継続

（３）医療資器材を用いて予防し、必要物資の追加分を確保

（１）外来医療

　・一般医療機関にて発熱患者とそれ以外の患者をと別に診療する「発熱外来」の継続

　・「発熱センター」「発熱外来」において、患者の振り分け及び初期診療の継続

（２）入院医療

　・入院医療は、感染症指定医療機関・協力医療機関等において重症者を中心に行なう。専用病棟・専用フロ

　　アを拡大、または専門病院化を実施

　・一般病院における中等症者の入院治療

　・一般診療への組み込み、災害時の医療への適用

　・軽症者の自宅療養

（３）流行が拡大して、医療機関において対応が困難な場合、公園等に設置した臨時医療施設で外来・入院医

　　療を実施（災害時医療に準じて豊島区医師会の協力により運営）、退職した医療従事者の活用

（４）患者搬送体制の確保

（１）積極的疫学調査の終了について

　・調査終了の目安は、原則的に国と東京都との協議の結果、地域内で多数の新型インフルエンザ患者が、

　　発生し、多くの患者の感染源の特定が不可能となり、積極的疫学調査による感染者の追跡実施の意義が

　　無くなったと判断されたとき調査は終了となり、以降はインフルエンザサーベイランスの強化を行なう。

（２）不要不急の外出の差し控え

（３）家族内での二次感染の防止、家族内の消毒、「咳エチケット」

（１）区民に対して､各種行事・集会等の自粛を要請

　・できる限り外出を控えるように呼び掛ける

（２）集客施設事業者への業種と期間を定めて、事業活動の自粛

（１）ごみ処理機能を維持。区民や事業者のごみ減量化の協力を要請

（２）区民・企業・事業者への電気・ガス・水道などの資源使用を控えるよう協力要請

（３）警察・消防に防犯・防火機能の確保を要請

（４）高齢者・乳幼児のいる家庭にできる限り外出をしないよう自粛要請

　・食糧・生活必需品の調達を事業者に要請

　・要介護者への事業サービス提供の継続要請

（５）遺体に対する対応の実施

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

発生段階

区の方針

区の対策

　3　相談・検査
　　（都と連携）

　2　情報提供

　1　サーベイランス

　4　医療物資の
　　 確保・活用
　
  （国・都の計画
  に合せて実施）

　7　社会活動等の
　　 制限

　8　区民生活
　（都と連携・
　各部局対応）

　5　医療体制
　 （都と連携）

都内の新型インフ
ルエンザを診療す
る医療機関が重症
患者で満床となっ
た場合

　6　防疫体制
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　　・国　⇒　後期パンデミック期 　・東京都　⇒　流行終息期

【目標・目的】

　１　社会機能の段階的回復

　２　流行が再燃した場合の対策強化

【主な対策】

　１　臨時医療施設での医療を感染症指定医療機関等への移行

　２　新たな発生や流行の再燃に備えて、計画の見直しと体制の改善

内　　容

　感染症発生動向調査による発生状況の把握

（１）区民（外国人・障害者含む）に対して、新型インフルエンザについての発生状況、予防策、通常の医療

　　　体制への移行、公共交通機関の運行再開、企業等の事業活動の再開等の新情報を提供し、風評等による

　　　混乱の回避を図る

（２）『豊島区新型インフルエンザ対策本部』において、関係機関に対して区民と同様に新たな対応について

　　　迅速な情報提供

　相談件数の減少に伴ない、対応職員・専用電話回線数を縮小

（１）抗インフルエンザウイルス薬

　・新たな発生や流行の再燃に備えて、確保・使用計画の見直し

（２）新型インフルエンザワクチン（パンンデミックワクチン）

　・新たな発生や流行の再燃に備えて、接種を推進

（３）感染防御資器材・医薬品・消毒薬等の新たな発生や流行の再燃に備えた確保・配備計画の見直し

（１）外来医療

　・発熱センターにおいて、引き続き初期診療を行ない、状況に応じて縮小

　・臨時医療施設での外来診療を終了し、通常の医療機関での診察に移行

（２）入院医療

　・臨時医療施設での入院医療を終了し、感染症指定医療機関等での医療へ移行

（３）臨時医療スタッフの動員を解除し、通常のスタッフによる医療行為への移行

（４）患者搬送体制を見直し・改善

（５）保健所等で、心身のケアの対応

（１）流行の経過を踏まえ、新たな発生や流行の再燃に備えて、蔓延防止の対応策の見直し・改善

（２）流行の経過を踏まえ、検疫体制の課題を検証し、新たな発生や流行の再燃に備えて、水際対策を含む

　　　国・東京都への改善を求める　　

　流行の状況を踏まえて、区民に各種行事・集会の自粛要請を解除

（１）防犯・防災機能の状況を踏まえ、警察・消防の指導のもと、地域団体の防犯・防災活動を平常時の体制

　　　へ移行、ごみ処理機能維持

（２）高齢者等の支援は、社会機能の状況を踏まえて、平常時の体制に移行

（３）遺体に対する対応を平常時の体制に移行

　2　情報提供

豊島区新型インフルエンザ対策行動計画（発生段階と対策表）

　1　サーベイランス

　4　医療物資の
　　 確保・活用
　
  （国・都の計画
  に合せて実施）

発生段階

区の方針

区の対策

　8　区民生活
　（都と連携・
　各部局対応）

　6　防疫体制

　5　医療体制
　 （都と連携）

　3　相談・検査

7　社会活動等の制限
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Ⅲ 用語の解説 
 
１ インフルエンザウイルス 
  インフルエンザウイルスはＡ、Ｂ、Ｃの３型に分けられる。Ａ型ウイルス

表面には赤血球凝集素（ＨＡ）とノイラミニダーゼ（ＮＡ）という糖蛋白が

あり、ＨＡには１５の亜型が、ＮＡには９の亜型が存在する。これらは様々

な組み合わせをしてヒトやブタ、トリなど様々な宿主に広く分布する。 
 
２ 高病原性鳥インフルエンザ 
  鳥類のインフルエンザは「鳥インフルエンザ」と呼ばれる。ヒトのインフ 
ルエンザウイルスとは、別のＡ型インフルエンザウイルスによる感染症のこ 
とである。このうち、感染した鳥が死亡したり、全身症状を発症したりと、 
特にトリに強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」という。 
  特に鳥類等からヒトに感染伝播した高病原性鳥インフルエンザとして、イ 
ンフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）やインフルエンザ（Ｈ７Ｎ７）等が報告されてい 
る。 

 
３ 新型インフルエンザ 
  Ａ型インフルエンザが突然変異を起こして性質が変わり、ヒトが免疫を持 
たないＨＡまたはＮＡ血清亜型のインフルエンザウイルスがヒトの間で伝播 
すると、これを新型インフルエンザという。 
※我が国では、インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を含む新しい血清亜型のＡ型インフルエ

ンザウイルスがヒト－ヒト感染を起こし、フェーズ４以上の状態を「新型インフル

エンザ」という。 
 
４ パンデミック 
  地理的な汎世界流行および、莫大な数の感染・罹患者が発生する世界的大 
流行 

 
５ インフルエンザパンデミック 
  近年、ヒトの世界に存在せず、ほとんどのヒトが免疫を持たない新しい種 
類のインフルエンザウイルスがヒトの世界に侵入し、ヒトに対して疾病を起 
こし、ヒトからヒトへの容易に感染する能力を得て、世界中で大きな流行を 
起こすこと。 
※最近では、「パンデミック」という言葉は「インフルエンザパンデミッ

ク」と同義に用いられることが増えてきている。 
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６ 新型インフルエンザ対策行動計画におけるフェーズについて 
  世界保健機関（ＷＨＯ）のパンデミックフェーズの定義に準じて、６つの

フェーズに分類している（６頁参照）。さらに、国内での発生していない場合

（国内非発生）と国内で発生した場合（国内発生）に分け、表記を簡略化し、

国内非発生の場合には「Ａ」、国内発生の場合には「Ｂ」としており、ＷＨＯ

フェーズ３における国内非発生はフェーズ３Ａ、国内発生はフェーズ３Ｂと

している。現段階では、フェーズ３Ａ（ヒトへの新しい亜型のインフルエン

ザ感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的にはなく、ヒト

－ヒト感染による感染の拡大はみられない。国内非発生。）である。 
 
７ フェーズ 
  新型インフルエンザ対策において、発生状況に応じた対応方針を定める必

要がある。その発生状況によって区切られた期間のことを「フェーズ」とい

う。 
 
８ 積極的疫学調査 
  感染症の発生に際して、原因の究明とともに感染源を把握し、感染の拡大

防止を図るために行なう行動調査、喫食調査、健康調査などのこと。 
  なお、海外で感染症が流行している場合など、国内での当該感染症の発生

を防止す観点から行なう調査も含まれる。 
 
９ 感染症の定義および類型 
  一類感染症：感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から

みた危険性がきわめて高い感染症 
  二類感染症：感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から

みた危険性が高い感染症 
  三類感染症：感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点から

みた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染

症の集団発生を起こし得る感染症 
  四類感染症：人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件

を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置

が必要となる感染症 
  五類感染症：国が感染症発生動向を調査を行い、その結果等に基づいて必

要な情報 
        を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、

発生・拡大を防止すべき感染症 
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  指定感染症：既知の感染症の中で上記一類から三類に分類されない感染症

において一類～三類に準じた対応の必要が生じた感染症 
 
 
１０ 感染症指定医療機関 
  感染症の予防、および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定され

た新感染症、一類感染症、二類感染症に罹患した患者の入院医療を行う医療

機関のことで、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二

種感染症指定医療機関に分けられる。 
 
１１ 感染症外来協力医療機関 
  平成１５年にアジアを中心に流行したＳＡＲＳの際に、外来医療を確保す

る目的で東京都独自に設置された。感染症法に規定された疾患に加え、新型

インフルエンザ等、新たに発生する感染症の外来医療を担うことが期待され

る医療機関。 
 
１２ 発熱センター 
  医療資源の有効活用および外来診察時の院内感染を予防するために、発熱 
患者を新型インフルエンザ等の目的とする疾患（疑いを含む）に振り分ける

ための施設。区市町村が設置し、地区医師会の協力を得て運営する。 
 
１３ 発熱外来 
  発熱患者を一般患者とは別に診療を行う体制・施設を確保するために、各

区市町村管内から医療機関を選定し設置する。発熱センターとともに、受診

者が徒歩や自転車の利用などでアクセスできるように施設数を確保する。 
 
１４ サージカルマスク 
  通常のフィルターを内蔵した医療用マスク。３μｍの飛沫を９５％以上カ 

ットする。 
 
１５ Ｎ９５マスク 
  直径０．３μｍ以上の空気中の微粒子を９５％以上カットするマスク 

 
１６ トリアージ 
  患者の病状、疫学情報などから疑い患者を選別したり、治療の優先順位を 
つけたりすること。 
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 災害発生時などには多数の傷病者が発生した場合に、適切な搬送・治療等

を行なうために、傷病の緊急度や程度に応じて優先順位をつけること。 
 
１７ クラスター 
  感染のみられた集団 
 
１８ 陰圧病床 
  病室内部の気圧を病室外部より低くすることによって、病原体を病室外に

広げないようにした病床（医療施設）のこと。空気感染をおこす感染症（例：

麻疹、水痘、結核等）の入院医療を行う際に、院内感染対策として重要にな

る。 
 
１９ リスク・コミュニケーション 
  情報提供・共有のこと。新型インフルエンザについては、流行の規模・流

行時における国民の健康影響度等の情報が現時点では不十分であるため、発

生時に対策の有効性を高める観点から、正確な情報を迅速かつ適切に伝える

ことが重要になる。 
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